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■第9回 住民参加部会（2006/6/26）議事録 

             〔午前 １０時 ４分  開会〕 

○庶務（日本能率協会総研 近藤） 

 それでは、定刻になりましたので、これより第９回住民参加部会を開催したいと思い

ます。 

本日の出席でございますが、部会の定足数が６名に対しまして部会メンバー７名ご出

席ということで、部会として成立しておりますことをご報告いたします。 

私、司会進行を務めさせていただきます、淀川水系流域委員会庶務の近藤でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議に入る前に配布資料の確認と、発言に当たってのお願いをさせていた

だきたいと思います。まず、配布資料でございますが、お手元にお配りしております袋

の中に資料がございます。一番上に緑の紙でございますが「発言にあたってのお願い」、

それから議事次第、配布資料リストとございます。右肩に番号がついてある資料、報告

資料１、審議資料１－１、１－２、審議資料２－１、２－２、その他資料、参考資料１

の合わせて10点が袋の中に入ってございます。また本日、委員の皆さん、それから河川

管理者の席には「住民参加部会検討会における検討事項の抽出」というＡ３のペーパー

を配らせていただいております。資料の中身で不足等ございましたら庶務までお申しつ

けください。 

 なお、参考資料１「委員及び一般からのご意見」につきましては、前回の公開会議以

降のものを整理することになっておりますが、前回の公開会議が昨日ございました第７

回利水・水需要管理部会でございますので、きのうのきょうということでございますの

で、前々回の公開会議、５月30日に開催されました第37回琵琶湖部会以降22日までに寄

せられた意見、これを整理しております。それ以前の委員及び一般からのご意見をご希

望の方は受付へお申し出いただければと思います。また、非公開会議の検討会の議事報

告につきましても、ご希望の方は受付へお申し出いただければと思います。 

発言に当たってのお願いでございますが、発言をいただく際は「発言にあたってのお

願い」をご一読いただき、ご発言の際には必ずマイクを通してお名前をご発声してから

発言いただきますようお願いいたします。一般傍聴の方にも発言の時間を設けておりま

すので、審議中の発言はご遠慮いただくようお願いいたします。携帯電話につきまして

は電源をお切りいただくか、マナーモードの設定でお願いいたします。 

本日の部会は３時間を予定しております。午後１時の終了予定でございます。 
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それでは、三田村部会長、よろしくお願いいたします。 

〔報告〕 

○三田村部会長 

 三田村でございます。きょうは雨の中、しかも余り便利でないところまで、朝早くか

らお運びいただきまして本当にありがとうございます。 

きょう予定しております報告事項あるいは審議事項は、次第にございますように、報

告事項が今までの開催経過について、それから審議事項が平成17年度事業進捗状況の点

検について、それから（２）その他とございますけれども、それについては後でその理

由をご説明しますが、一般傍聴者意見の取り扱いになります。それから大きな４つ目が

一般傍聴者からの意見聴取、これはどの部会あるいは委員会でもなさっていることでご

ざいます。それから、その他というのがございます。そういうスケジュールに沿って進

めてまいりたいと思います。 

実は、住民参加部会は、昨日行われました利水・水需要管理部会と同じように開店休

業の期間が長うございまして、部会としてはおよそ１年ぶりぐらいになります。その間、

開催できなかったことを深くおわびいたしますとともに、今後、私たちの委員の任期の

間に何とかして課せられた仕事を実現させていかなきゃならないというように考えてお

ります。 

しかも、前回の検討会、これは公開ではございませんでしたけれども、その際に私ち

ょっと体調を崩しまして、前回の状況を余り把握しておりませんので、その辺の取り回

しをしていただいた副部会長あるいは川上委員に補足していただきながら、この回を進

めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

では、報告事項について、まず庶務の方からご説明していただけますか。 

（１）前回公開会議以後の会議等の開催経緯について 

○庶務（日本能率協会総研 高橋） 

 庶務の高橋でございます。 

 それでは、報告の（１）前回公開会議以後の会議等の開催経緯について、ご報告申し

上げます。お手元の報告資料１に「各種会議の結果報告」ということで、６月26日現在、

公開会議においてまだ報告していない分につきまして、そのリストを載せてございます。

きょうのご報告は非常に多いため、簡単にそれぞれをご報告させていただきたいと思い

ます。 
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 まず第一に、第70回運営会議でございます。５月17日水曜日に開催されました。①で

ございます。事業進捗点検の結果を当該年度事業に反映するために、６月から７月を目

標にして「平成17年度事業の進捗点検についての意見書」を提出することが確認されま

した。②でございます。第51回委員会につきまして、上記①のとおり、意見書を７月を

目標に提出することが確認されたことを受けまして、６月３日に予定されていた第51回

委員会を７月６日木曜日に延期することが決定されました。続きまして③でございます。

「一般からの意見提出と配布、および一般の傍聴者からの意見聴取の方法」について、

住民参加部会検討会にてアンケート結果等を再度検討して最終案を作成する。最終案を

第51回委員会で諮り承認が得られれば試行的に実施する。試行期間中に問題が生じれば

修正する。また、試行期間中は一般傍聴者へのアンケートを実施して意見をいただくと

いうことが決定されました。 

続きまして、第２回木津川上流部会検討会でございます。５月18日木曜日に開催され

ました。①でございます。河川管理者より審議資料「河川整備計画進捗状況報告項目」

を用いて説明がなされた後、委員との意見交換がなされました。意見交換された項目は

以下のとおりでございます。まず、河川レンジャーにつきまして。続きまして、横断方

向の河川形状の修復の実施につきまして。次に、琵琶湖・淀川流域水質管理協議会

（案）につきまして。次に、既設副ダムの継続活用につきまして。そして、オオサンシ

ョウウオの生育環境の保全につきまして。そして、水害に強い地域づくり協議会。そし

て、上野遊水地事業。さらに、樹木の伐採と管理、河道内堆積土砂等の管理につきまし

て意見交換がなされました。大きな４番でございます。一般傍聴者からの意見聴取。６

名の方からご発言がありました。以上でございます。 

続きまして、第31回猪名川部会のご報告でございます。５月20日土曜日に開催されま

した。審議の概要でございます。河川管理者より審議資料「事業進捗状況報告項目につ

いての整備内容シート」を用いて説明がなされた後、委員との意見交換がなされました。

主な意見項目は以下のとおりでございます。河川レンジャーにつきまして、横断方向の

河川形状の修復の検討、横断方向の河川形状の修復の実施、生息・生育環境の保全と再

生の検討、外来種対策の推進、水害に強い地域づくり協議会、堤防補強、川西池田地区

の築堤を実施、河川保全利用委員会につきまして、以上の項目について意見交換がなさ

れました。４．でございます。一般傍聴者からの意見聴取。２名の方からご発言があり

ました。以上でございます。 
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続きまして、第34回淀川部会でございます。５月28日の日曜日に開催されました。審

議の概要でございます。河川管理者より「淀川水系河川整備計画進捗状況報告（淀川部

会）」を用いて説明がなされた後、委員との意見交換がなされました。主な意見が出さ

れた項目は以下のとおりでございます。河川レンジャー、横断方向の河川形状の修復を

実施、水位操作の試行と実施、水害に強い地域づくり協議会、堤防補強、高潮対策、津

波対策、淀川舟運低水路整備検討等、そして今後の検討の進め方、以上について意見交

換がなされました。４．でございます。一般傍聴者からの意見聴取。２名の方からご発

言がなされました。 

続きまして、第37回琵琶湖部会のご報告でございます。５月30日に開催されました。

審議の概要でございます。河川管理者より審議資料１「淀川水系河川整備計画進捗状況

報告（琵琶湖部会）」を用いて説明がなされた後、委員との意見交換がなされました。

主な意見が出された項目は以下のとおりでございます。河川レンジャー、横断方向の河

川形状の修復の検討、湖と河川や陸域との連続性の確保と修復、瀬田川洗堰における環

境に配慮した水位操作の検討、琵琶湖における機能把握の調査や試験施工について検討、

琵琶湖北湖の低層水質及び湖棚の有機堆積物の状況の把握のための調査、外来種対策に

ついて駆除方法を含めた検討、水害に強い地域づくり協議会、以上の項目でございます。

４．でございます。一般傍聴者からの意見聴取。２名の方からご発言が出されました。 

以上でございます。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。 

 もう１つ、検討会の報告をしていただけるとありがたいんですが。参考資料なんでし

ょうか、そこにあります、それは川上さんからお願いしましょうか。よろしくお願いい

たします。 

○川上委員 

 川上です。５月25日に京都会館におきまして開催いたしました、非公開の住民参加部

会検討会の結果について簡単にご報告いたします。 

 先ほどご説明になりましたように、部会長がお休みでございましたので、また副部会

長も途中で中座されるということで、僣越ながら私が座長を務めさせていただきました。 

 この中で検討いたしましたことは、河川レンジャーと、水害に強い地域づくり協議会、

それから一般からの意見提出と配付、及び一般傍聴者の意見聴取の方法についてという
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ことでございますけども、私の方で事前に用意いたしました今後のシート意見への検討

項目といたしましては、計画－１－１の河川レンジャー。それから環境－９－１の琵琶

湖・淀川流域水質管理協議会。それから治水－１－１の水害に強い地域づくり協議会、

自分で守る、みんなで守る、地域で守る。それから、利用－２－１の河川保全利用委員

会。それから維持－３－８、河道内ごみの処理及び不法投棄の防止対策。維持－３－９、

河川環境保全のための指導。それから、一般からの意見提出及び傍聴者からの意見聴取

に関するルールということでご検討いただきました。 

 河川レンジャーに関しましては、ポイントだけ申し上げますが、直轄河川以外での河

川レンジャー制度はどういうふうにするのかということでございました。直轄河川以外

でもぜひ将来的には取り組んでほしいということで、各河川事務所においても自治体等

の理解や協力を得ながら、将来的には直轄河川以外の区間にも河川レンジャーの活動を

広げていきたいというふうなご意向でございました。 

 それから、河川レンジャーの取り組みが、各河川事務所でそれぞれに特色のある取り

組みが進められておりまして、また進捗状況も非常にばらつきがあります。そこで、河

川事務所間での情報交換はしているのかというふうな質問もありまして、河川管理者の

方からは、先般、河川レンジャーに関する各河川事務所の担当者が集まって全体会議を

開いて、制度としての共通点等の検討を始めているという回答でした。 

 それから、河川レンジャーの活動と一般の住民活動団体の活動との境界がはっきりし

なくなっているところがあるということで、これは猪名川での課題でございますけれど

も、そういうふうなご指摘もありまして、清掃活動や動植物の保護とは違う意味での河

川レンジャーの活動や制度というものを設計していく必要があるという指摘がありまし

た。また、河川レンジャーの選出については、できるだけ公明な、選出の方法が明らか

になっている必要があるという指摘もありました。それから、今後その直轄区間以外の

ところにも広げていくということになる場合、自治体がこれに非常に不熱心な場合は一

体どうするのかというふうな課題もあるという指摘もありました。 

 それから、一般からの意見提出と配布、及び一般傍聴者の意見聴取の方法については、

きょう、後ほど議題として扱われますので、そこでご説明したいと思います。 

 今後の住民参加部会としての意見形成のプロセスですけれども、７月６日の委員会に

向けて意見を形づくっていくのをどのように進めていくかということで、その課題はき

ょうのこの住民参加部会にゆだねられているところであります。 
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 以上です。 

○三田村部会長 

 どうも丁寧なご説明ありがとうございました。 

 何か、それに補足あるいはご質問等がございましたらお願いいたします。特に、川上

委員がご説明なさったことが、きょうの部会にとって重要な内容になってくるかと思い

ます。 

といいますのは、本当は審議のところでご説明した方がよろしいのでしょうけれども、

テーマ別部会２つだけが部会の開催がおくれまして、昨日ときょうになりました。ほか

の地域別部会は、部会があってその後に検討会が行われましたので、手順としては非常

にうまくいってたんですけれども、私ども２つの部会だけが、先に検討会を素案という

形でまとめつつ、部会でそれをお披露目して後まとめていくという作業になっておりま

すので、少し逆転したスケジュールになっております。そういう意味においても、少し

今の検討会での検討内容といいますか、それに対してコメント等いただければありがた

いと思うんですが。あるいは、後で同じような内容の審議事項になりますので、その中

でご質問あるいはご意見をいただいても結構かと思います。いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか、後で。 

〔審議〕 

○三田村部会長 

 では、３つ目の審議事項に入りたいと思います。 

住民参加部会はちょっと特殊でございますので、前置きでご説明したいと思います。 

私ども住民参加部会の任務は、流域委員会の規約にございます５つの中の１つだけ特

別なものがあります。もう一度おさらいをいたしますと、目的は、きょうの１つ目の議

題にございますように、各部会が、あるいは委員会がと言った方が本当はよろしいんで

しょうけども、進捗状況の点検について意見を述べること。それから、整備計画

（（案）を含む）の変更についても意見を述べること。それと、策定されるまでは再評

価及び事後評価について意見を述べること。あるいは、策定された後に関しても同じよ

うに意見を述べること。 

それプラス住民参加部会に課せられた仕事がございます。それは、関係住民の意見の

反映方法について意見を述べることというのが私どもの任務でございます。そこのとこ

ろがなかなかうまく進んでおりません。そこに関して、実は項目抽出の部分にもかかわ
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ってくるんですけども、河川管理者が今まで行ってこられた住民参加の反映方法の作業

が適切であるかどうか、それを総括いたしまして、私どもがよりよい住民反映方法を提

案していかなきゃならないという、そういう任務が残っております。それは今後の課題

だろうと思っております。 

実はそれに関しても、新委員会が発足するとき、あるいはこの第２期委員会の第２期

の運営の体制が確定したとき、ことしの２月でございますけれども、そのときに住民参

加部会としてお願いしておりました新たな提案事項、住民参加にかかわる、住民意見の

反映にかかわる新たな提案、対話集会を充実させる、あるいは対話集会にかわる、そう

いうものをお考えいただきたいとお願いしておって、その結果を庶務にぜひ提出してい

ただきたいとお願いしておったんですけども、まだ意見が寄せられてない状況でござい

ます。それもまたきょう、再度お願いいたしまして、今後の住民参加部会の任務を全う

していく材料にしたいと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

では、その１つ目の大事なことでございます。ほかの部会でも任務として今、必死に

なってやっておられる部分でございます。進捗状況の点検について、住民参加部会は他

の部会と重複することがございますが、住民参加部会として提言、あるいはその提言の

次の意見で述べたことが反映されているか、あるいは私どもの提言あるいは意見も間違

った部分があった場合にはそれを真摯に受けとめて、それを含めて意見を述べなきゃな

らない。点検をしながら意見を述べなきゃならないと思っておりますので、そこの部分

ができているかというところになろうかと思います。 

（１）平成17年度事業進捗状況の点検について 

○三田村部会長 

 では、１つ目に入ります。平成17年度事業進捗状況の点検について。 

 これは今後、こんなふうにまとめていきたいと思います。きょう、まず部会としての

意見を言う項目を抽出したいと思います。 

資料がございます。今、川上委員がおっしゃったのが、この前の検討会でご議論いた

だいた部分でございます。河川レンジャー並びに協議会、あるいは治水の水害に強い

云々、みんなで守るとか、そういう項目でございます。それから維持管理の項目、それ

プラス、昨日の夜１時までかかって川上委員が抽出してくださった部分がございます。

分厚い整備内容シートから抽出してくださったものが、お手元にあるかと思いますけれ

ども、ごめんなさい、時間的な都合がありまして傍聴者の方にはこれが回ってないかも
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しれませんが、お許しいただきます。ご必要な方は、庶務に残部があるそうですので申

し込んでいただければと思います。 

 非常に細かい部分で大変な作業の結果だろうと思いますけれども、実は住民参加その

ものが直接かかわるというのではなくて、例えば、ある委員会がある進捗状況の中であ

るといたしますね。そこに住民参加の視点が入っているかどうか、あるいはその住民参

加という視点が入っているにもかかわらず、それの報告が余りなされてないんじゃない

かとか、そういうものを抽出していただいた結果でございます。 

 例えば河川保全利用委員会というのがございますけれども、その中で流域の住民の意

見を聞くとよろしいというぐあいに保全利用委員会がお考えになったら、それのご報告

があってしかるべきですけれども、それがないだとか、あるいは、あった場合にはこう

いうぐあいにしていただいた方がよりよい住民参加のあり方じゃないかということがあ

るんだろうと思うんですけれども、これを全部きょうここで項目決定していくというの

は非常に困難だろうと思いますので、ざっと見ていただいて、これだけはぜひ項目とし

て上げていただきたいというのがございましたら、それもご議論いただきたいと思いま

す。 

 まず、河川レンジャーに関しては、これは間違いなく私どもの仕事だろうと思います

ので、これは項目として上げたいと思いますが、ご異論ございませんか。 

 では、そのほかの項目ですけれども、検討会で提案されましたＡ４の紙、きょうお手

元にある内容でございます、それを項目として抽出すべきかどうか、あるいはきょうの

Ａ３ですか、今、全員には配付されてないようでございますけれども、その中からこれ

だけはぜひ上げていただきたいというのがございましたらお願いしたいと思います。い

かがでございましょうか。 

 河川レンジャーを除いてでございます。 

 Ａ３の、きょう、お手元に配付いたしました資料、作成していただいた川上委員に簡

単にご説明していただこうと思います。お願いいたします。 

○川上委員 

 ご検討いただく前にですね、ちょっとこの資料の説明をしたいと思います。 

 一番上の行の横に並んでいるところでございますが、整備内容シートの番号がありま

して、それから重要検討項目というのが、上のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、

これを重要検討項目としております。それから、小委員会、協議会などというのが下の
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１番から61番まで、このさまざまな委員会や検討会、協議会などのことを上げておりま

す。 

それから次の欄、既設、未設置、あるいは設置予定というのもありますけれども、既

に設けられているもの、設けられていないもの、これから設けるものの区別でございま

す。 

 次に、そのさまざまな委員会や協議会などが行政のみで構成されているか、学識者の

みで構成されているかという区別がこの２行であります。 

 その次が、住民参加の態様というふうに大きくくくってありますけれども、その態様

といたしまして、住民が委員として参加しているかどうかということで住民・委員参加

型という案があります。次に、住民が専門家として委員会に参加しているか、そういう

ことを次の欄で上げております。さらに官民両輪組織型ということで、行政の組織と、

それから民間の組織とが両輪となって何かを進めていくというのが官民両輪組織型であ

ります。その次の欄が連携協働型、その次の欄が対話型ということで、住民の意見を聞

きながら進める、あるいは対話集会などを開いて進めているもの。最後が管理分担型と

いうことで、河川レンジャーに代表されますように、これまで河川管理者が専ら管理を

してきた分野に新たに住民を参加させて分担しようというふうなことで、河川レンジャ

ーが最も代表的なものであります。 

 この区分と、それから下のさまざまに丸印がついておりますけれども、これは全く私

の独断でつけましたもので、あくまで参考でございまして、間違いが多分にあろうかと

思います。きょうの部会が終わりましたら、河川管理者の方からですね、ここは間違っ

ているというふうなことがありましたらご指摘をいただきたいというふうに思っており

ます。 以上です。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。 

 実は、今、間違いがあるかもしれないという表現をなさったんですけれども、ぜひ管

理者から、これは違うぞというのがありましたらお教えいただきたいと思います。 

 これのまとめ方をどのようにするかということの総括は少し後にいたしまして、いか

がでございましょうか。ご意見を自由にご提出いただければと思いますけれども。項目

として、この中で、ぜひ委員会の案の作業の中に入れるべきだというご意見がございま

したら項目を挙げていただければと思います。 
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 はい。 

○寺田委員 

 川上さんがつくっていただいたこの表の、住民参加の態様の住民・委員参加型と、住

民専門家・委員会型というのとの区別がちょっとよくわからないんですけども。これは

専門家・委員会型というのは、この淀川環境委員会だけなんですけども、住民・委員の

参加型とこれはどこが違うんですかね。 

○川上委員 

 一般住民がですね、委員として参加しているという例は多分おわかりいただけると思

うんですけども、その一般住民の中でも特定の、例えば魚類とか植物とか、そういう分

野に特に詳しい知識や経験を持った方、そういう方が専門家として委員会や協議会に迎

えられている場合のことを述べている、挙げているわけです。例えば、前第１次の流域

委員会でお名前をちょっと挙げさせていただくと、紀平委員とか有馬委員なんかがそう

いう例に当たるかなというふうに考えております。 

 つまり、いわゆる大学の先生のように学識経験者でなくても、専門家として認めてい

るというところを評価したらどうかという考え方なんですね。すいません。 

○三田村部会長 

 よろしゅうございますか。 

 本当は、これは今後のことになると思いますけども、そういう住民の方々がどのよう

に選出されたのかということが非常に気になります。管理者側が住民代表だと思い込ん

で選ばれたのか、それとも、ある手続を踏んで選ばれたのかというのも、住民参加とし

ては非常に重要なことだろうと思うんですけど、それもまた今後の勉強をしていく中で、

あるいは点検をしていく中で意見を述べていかなきゃならないことだろうと思いますけ

ども。 

 いかがでございましょうか、ほかで。 

 はい。 

○谷内委員 

 谷内です。住民参加部会の事業項目の検討方針について、ちょっと再確認させていた

だきたいんですけど。 

 住民参加部会は、たしか、特に河川レンジャーというのが非常に大事な項目だという

ことで、これは住民参加部会の方でやっていこうという話だったと思うんですけど、そ
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れ以外に非常にたくさんの項目を上げても、ちょっと時間的にどうなのかというのが私

自身は気になります。大事な項目を挙げるという作業自体、非常にすばらしいことだと

思うんですけど、やはり時間もありますから重要な項目に絞ってやるべきではないかと、

そういうふうに思います。 

 その場合、ちょっといつだったか忘れましたけど、以前の部会あるいは検討会のとき

に、やはり住民参加部会の方は、検討内容に関してはそんなに無理をしないで、住民参

加部会の方で本当に大事なことというのはこれから、住民の意見の反映方法についてこ

れからまとめていくということだったと思うんですよ。だから、そこら辺の方針につい

て、もう一度、部会長あるいは委員長の方からご確認をお願いしたいんですけど。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。そのご意見を待っておりました。 

 実は、本日から出発するような議事の進め方をしております。この進捗状況の点検に

ついては手続上としては本日が初回でございます。そういう意味において、河川レンジ

ャーも本日ご確認していただいて作業に入るということでございますけれども、検討会

で先行して素案をまとめていただいたのが、きょう、資料として出ておりますけども、

ほかにもあるんじゃないかと。そのあるかないかということをまず認めていただかない

と次のステップに入れないというので、こういう議事の取り回しをしておりました。 

 実は、私の案といたしましては、川上委員がおまとめいただいたこの詳細な結果でご

ざいますけれども、これは住民意見の反映方法をより充実させていく、あるいは対話集

会にかわるようなものを挙げていく、そういう意味において総括していく資料にしてい

きたいなというぐあいには考えております。そういう意味ではこれを無にしないで、非

常に大事な資料として残していきたいなと、そこの部分は谷内委員が申されたことと全

く同じでございます。ですけども、点検というところでぜひ残しておきたいという、７

月６日の委員会にぜひ住民参加部会として意見を入れていただきたいということがあり

ましたらということでお尋ねしております。いかがでございましょうか。７月６日に上

がらないからといってこれを無にするようなことにはならないと思います。後で生きて

くる資料でございますので。よろしゅうございますか。 

もとに戻りまして、検討会で、河川レンジャー以外でご検討いただいたようでござい

ますけれども、それの項目。琵琶湖・淀川流域水質管理協議会の検討、あるいは治水事

業の中で、水害に強い地域づくり、自分で守る、みんなで守る、地域で守ると。それか
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ら維持管理で、河道内ゴミの処理及び云々という。それから河川環境の保全のための指

導というのが前回の検討会でご検討いただいたようでございますけれども、これも項目

として、７月６日の委員会案として抽出しなくてよろしゅうございますか。もちろんこ

れも、今後の私たちに課せられた任務の中の重要な部分にかかわってくるとは思ってお

ります。 

ちょっと事前配布もなくてご判断を今いただくというのは難しいかもしれませんが、

後のところでもう一度戻ることが可能だということにさせていただいて、河川レンジャ

ー以外の部分で項目抽出をやるべきだというご意見が後で出ましてもそれを取り上げる

ような取り回しをしたいと思いますのでここで一たんこれを置きまして、河川レンジャ

ーの部分について進めてまいりたいと思います。河川レンジャーの項目は決定したとい

うぐあいに考えさせていただきたいと思います。 

本来、各部会ではそれぞれの点検について河川管理者からパワーポイント等で説明し

ていただいて、一般傍聴者を含めてそれを理解して議事が進んでまいりました。ところ

が、テーマ別部会についてはそれよりも前に素案の検討会がなされました。きょう初め

ての一般傍聴者の方もいらっしゃるかもしれません。委員の方々はもう何度も、特に河

川レンジャーに関しては各部会でご説明がありますので耳にたこができるぐらい聞いて

いらっしゃるかもしれませんが、部会としてのけじめもございますので、昨日河川管理

者にパワーポイントでご説明していただくようにお願いいたしました。それを私どもは

もう一度おさらいをして一般傍聴の方とともに問題点などを共有していきたいと思いま

す。 

そのパワーポイントでご説明していただいた後、検討会で素案が出ておりますので、

それをもとに個々の部会の委員の方々で議論していただこうと思います。他の項目につ

いても本当はそこで議論する予定でございましたけれども、ちょっと時間的にまだ皆様

方からご提案いただけないかもしれませんので、そのことに関しては保留しておきたい

と思います。その後の作業についてはまた後で説明していきたいと思います。 

とりあえず、河川管理者にご説明していただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

○河川管理者（近畿地方整備局 淀川河川事務所長 吉田） 

 淀川の吉田です。河川ごとに河川レンジャーについてその取り組み状況を説明させて

いただきたいと思います。それぞれのお話でございましたように、各地域部会で一度説
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明をさせていただいておりますので、ごく簡単に説明させていただきます。 

 まず、淀川でございますけれども、これも当初流域委員会の方からご提案をいただい

て河川レンジャーという取り組みを進めてございますけれども、淀川の場合は、平成15

年９月から試行活動を進めています。 

 16年度のときに一度、流域委員会の方からその進捗点検に当たってご意見をいただい

ておりまして、全部でそのときに７つの課題があるということでのご指摘をいただいて

ございます。これについてはまた後で振り返りたいと思います。  

 現在のシステムですが、運営会議というのがございましてこれが中心でございます。

これは、管内を５つのブロックに分けまして、府、市町村、それから学識者の方に加わ

っていただいた会議でございます。この中で、それぞれの個々のレンジャーの方々の活

動の年間計画を議論したり、あるいはその活動の支援そしてフォローをすると。さらに

は、レンジャーにふさわしい方を選んだり、あるいは場合によっては不的確というよう

な判断もここでやってございます。そして、もう少し広い視点で、これらの試行活動を

踏まえた上で今後のレンジャーの役割ですとか今後の活動等についてご意見をいただく

ということでこの検討懇談会というのを設けてございます。 

 これとは別に、新たにレンジャーの方々にどんどん参加していただくというためのツ

ールとしてレンジャー講座、それからこの講座を受けた方々からレンジャーにふさわし

い方を推薦いただく推薦委員会というのを別途設けてございまして、こちらについては

19年度、来年度からの本格実施ということでございます。これとは別に、レンジャーの

方々同士の意見交換の場ということでレンジャー会議というのを設けてございまして、

全体としてこういうような構成をしてございます。 

 今までどういう活動をしてきているかということでございますけど、伏見で２名、福

島の管内で２名、計４名の方が活動してございまして、伏見の方では、自然観察会です

とかジュニア河川レンジャーといいまして小学生の方々に川に関する教室をいろいろ開

いてというような活動、それから下流の福島の方では、リバーウォッチャーといいまし

て野鳥観察会ですとか、小学校や中学校と連携をいたしまして水防工法の体験といった

ような活動をいただいてございます。 

 最終的には河川管理者と住民とのコーディネーター役ということでございますけれど

も、現時点ではまず沿川住民の方々に川に興味を持ってもらえるような、そういう活動

に力を入れているということでして、今年度４名から10名程度ふやしまして、全体で15
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名程度で試行を続けていくということでございます。 

 そういう試行の中で、課題に対する現在の取り組み状況ですが、先ほど流域委員会の

方からのご意見でいただいた課題でございますけれども。まず、ふさわしい人材を発掘

する手法の開発ということについては、今年度試行的にレンジャー講座をやりまして、

先ほど申しましたように来年度から本格的に一般公募に向けた取り組みを検討中でござ

います。それから、権限の明確化については今こういう試行を重ねながら今後とも検討

していくということ。それから待遇ということですが、当初１年間試行を行いまして継

続がオーケーという場合には任期は２年ということでございますけれども、その報酬と

いう意味では現在月額５万円、そしてレンジャー活動に対する実費をお支払いしている

ということでございます。 

 それから、他地域のレンジャーとの整合性ということですが、これについてはレンジ

ャー同士の意見交換によってその取り組みを実施していくということでございます。そ

れから、進化・システムの開発ということですが、これについても試行を重ねながらシ

ステムの検討をしてまいります。行政との関係という意味では、こういうシステムの中

で継続的に進めていこうということでございます。それから河川レンジャーへの河川行

政情報の提供ということですが、これについては日ごろの各出張所とのコミュニケーシ

ョンによって当面は行うと、こういうことで進めておるところでございます。 

 淀川については以上でございます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所長 河村） 

 琵琶湖の河村です。続きまして、琵琶湖の河川レンジャーについてご説明いたします。 

 まずは計画の中身ということでおさらいになりますが、基本的には、日常的な信頼関

係を住民と行政の間で築く必要があると。そのために住民と行政の間に介在してコーデ

ィネートをする主体ということで整備方針の中に記載されているところでございます。 

 琵琶湖河川事務所の置かれた立場でございますが、背景として非常に特殊な背景があ

ると思っております。それは、琵琶湖周辺に水に関係する住民団体だけで約200団体が

存在して、琵琶湖流域では非常に活発に住民団体の活動が行われているという背景がご

ざいます。 

そこで第１段階に変わりますが、これは平成16年に少し試みたものなんですけれども、

ウォーターステーション琵琶という建物がございます。これはもともと住民連携の拠点

として、住民の方々に使っていただくために設置された建物で、会議室や発表の場とし
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てそういったフロアがあるということで、実際にこの段階でこのウォーターステーショ

ン琵琶で活動されている方々も何十団体かおられました。そういったところから、試行

の第１段階ではそういった活動をされている方々のネットワークをつくりましょうかと

いうことでこちらからアクションを起こして、住民団体の方々に情報交換、それから今

プラットホームと言っておりますけれども、そういったネットワークの場というものを

構築し始めたのが平成16年でございます。実は、この段階でうまく行けばこの住民の団

体の活動の中からリーダーシップをとっていただける人が出てきてくれないかなと、そ

ういった方々が河川レンジャーの役割を担っていただけないかなというねらいもござい

ましたけれども、実際やってみますと、やっぱりそれぞれ皆さんお互いがお互いを尊重

される方で、どうしても、全体をとりまとめてリーダーシップをはかっていこうという

方は生まれませんでした。 

そういうことで、第２段階ということで、平成17年、昨年度から少し取り組みを変え

て行きました。ここではそういったレンジャーの役割を理解して遂行できる人を育成す

るということで、そのために一定のオーソリティー的な部隊といいますか、役割が必要

だということでございました。 

 そこで準備いたしましたのが、まずはこういった河川レンジャー制度検討委員会で、

河川レンジャーをある意味任命していく仕組みがやはり必要だろうということで、まず

は河川レンジャー準備会ということで学識者を中心とした準備会を設置して、河川レン

ジャー制度検討に必要な枠組みの検討と河川レンジャー制度検討委員会の委員の選考と

いうことを書いておりますが、要は、どういったものが河川レンジャーとして、制度と

して必要かという検討会を設けるに当たって、まず準備をしたということでございます。

この際に決まったことは、学識者と河川管理者と住民をその検討会に入れて、住民の意

見も聞きながら制度をつくっていこうということでございます。そのために、住民の

方々をこの検討委員会で公募いたしました。そして、公募をするということで何名かの

方々に河川レンジャーとは何か、河川レンジャーのイメージが余り固まっていない段階

でしたのでいろいろと住民の方々からも意見がありましたけれども、その中でも議論に

できるだろうと思われる方に参加していただいて、学識者と河川管理者で制度検討会を

つくったというところでございます。 

 その制度検討会では、公募委員を５名、学識者を３名、河川管理者、国と県で２名、

合わせて10名から河川レンジャーの検討委員会を設置して、河川レンジャーとはどうあ
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るべきか、その役割は、育成方法、選考方法について議論をしてきたというところでご

ざいます。 

 その結果ですが、正直、完全に煮詰まるまでの議論はなかなか整理ができませんでし

た。というのは、やはり河川レンジャーとは何だろうというところが実際にははっきり

しなかった部分もあったということです。そこで、実際にある程度活動をしていただき

ながら、試行をしながらまた河川レンジャーについて検討していこうということになり

ましたので、河川レンジャーを実際に公募するという形で河川レンジャー候補の抽出と

いうか公募をさせていただきました。 

 この河川レンジャー制度検討委員会でその河川レンジャーの審査、これは論文を書い

ていただいてその論文を審査する１次審査、それからその論文の中から、これは河川レ

ンジャーとしてふさわしい活動となり得るだろうと思われる方の直接面接を行いまして、

結果５名の方を今回河川レンジャーとして選出させていただいたということでございま

す。 

その河川レンジャー制度検討会は、ここまでを役割として規定しておりましたので、

河川レンジャーを選定した後はそのまま組織を河川レンジャーアドバイザー委員会とい

う形にし、本来であれば新たにつくるべきところですが、試行するということで河川レ

ンジャーを始めるに当たってはやはり責任を一部まだ残しているだろうということで、

委員の方にはそのまま河川レンジャーアドバイザー委員会に引き続き参加いただき、河

川レンジャーに、試行段階ではありますけれども具体的な活動をやっていただきながら、

その育成と連携を図りました。 

一方で、河川レンジャーと河川レンジャーのアドバイザー委員会を支える事務局とい

う形で活動の拠点としてウォーターステーション琵琶というものを今の段階では規定さ

せていただいて、その事務局、そして河川レンジャー、この三者で連携しながら当面河

川レンジャーの試行をしていこうという仕組みを、18年度から取り組みを始めたという

ところでございます。 

これは参考情報とありますが、これはこの場が平成17年度の進捗状況点検ということ

で先ほどのところまでが進捗状況の点検になろうかと思いますが、その平成18年度以降

実際に取り組みを、試行を始めておりますので一応ご報告をさせていただきます。河川

レンジャー５名、選ばれた方々はそれぞれ河川レンジャーミーティングということで河

川レンジャーとしての役割だとか河川レンジャーのモラルと書いてありますが、要する
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に住民と行政のコーディネートをするという役割を担うためには一定の考え方をはっき

りさせておかないといかんだろうと。 

要は、いわゆる中立的な立場でコーディネートしていただかなきゃいけないので、そ

ういった信頼関係を築くためにはどういう考えが必要かということ。あるいは、琵琶湖

河川事務所で一体どういう事業が行われているかといったこと、いわゆる勉強の場とい

う形にはなりますが河川レンジャーミーティングを実施して、適宜、河川レンジャーア

ドバイザー委員会でそれらのご報告をいただきながら意見を交わしているというところ

でございます。 

 こういった状況の中で、これまではこういった、どちらかといえばデスクワーク的な

ことをやっておりましたけれども、４月以降実際の活動を試行的に行って、７月以降と

いうか６月以降ですね、行っていただこうということで取り組みを始めているところで

ございます。 

 琵琶湖の取り組みは以上です。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

 木津川上流河川事務所の桜井でございます。続きまして、木津川上流河川事務所の取

り組みについてご紹介させていただきます。 

 木津川上流河川事務所では、残念ながら現在までのところまだ準備段階にとどまって

おりまして、試行や先ほどの検討委員会の開催といった状況にはまだ至っておりません。

木津川上流河川事務所といたしましても、先ほどの琵琶湖あるいは淀川のご説明であり

ましたように、運営会議あるいは制度検討委員会そういったものを設けて、木津川上流

河川事務所ではとりあえず懇談会という形を予定しておりますけれども、そういったと

ころで河川レンジャーの役割とかメンバーの選考法そういったものを検討していただく

というふうなことを考えておりますが、その前段階として、そういった懇談会をどうい

うふうにつくろうかということについて準備会を開催したというところまでにとどまっ

ております。 

 準備会のメンバーとしましては、川を中心とした活動をされている地元のＮＰＯの

方々、それから伊賀市や名張市といった自治体の方々、こういった人たちに入っていた

だきまして、今後の展開を検討していただく懇談会の委員の構成やそこでどういったも

のを検討していただくかということについてご議論いただいたというところでございま

す。 
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 そこで話をしております、木津川上流河川事務所で基本的にどういった考え方で進め

るかということにつきましては、ここにお示ししてありますように、特にこの伊賀地域

というのが災害の歴史がありますし、それから上野遊水地事業計画等があります。こう

いったことから、防災面を基軸としたものとして、さらにそれに環境学習や動植物の保

護活動、不法投棄、そういったものの指導に発展させていきたいというふうな形で検討

を進めさせていただいております。 

 具体的な今の状況でございますが、今ご説明しましたように準備会というものを17年

度に実施しまして、18年度以降はこれから、その準備会の委員の方々はその懇談会にそ

のまま移行していただき、それに加えて伊賀市や名張市からの、行政からの推薦者それ

に公募枠での委員を加えまして懇談会を設けて、その中でレンジャーの選考方法やどう

いう活動をするか、そういった基本的なものを協議していただき、年度末にはなるべく

早く試行に入りたいというふうに考えております。 

 こういった状況で、まだ具体的な状況の進展というのはないんですけれども、一番木

津川上流河川事務所として課題というか悩んでいる部分というのは、この地域は流域の

人口が25万人と。それに対して流域の面積は約1,300km２と。下流の、先ほどの琵琶湖や

河川に比べると非常に面積、河川の延長は大きいのに比べて人口は少ないということで、

一番の課題は人材の確保だというふうに考えております。現時点での確保というのも当

然難しいんですが、特に河川レンジャーを継続的に運用・実施していくためにはそうい

った人材をいかに確保・育成していくか、例えば研修などになろうかと思いますが、そ

ういったところに工夫が必要ではないかというふうに考えております。 

 また、現在、現実的な話としてはそのＮＰＯの方々というのがそういった河川レンジ

ャーに対してご協力をいただけることを期待し、そういう戦力になっていただけるもの

と考えておりますけれども、当然この河川レンジャーというのはそういった住民の方々

と行政の方々の橋渡しをしていただく、独立したものとして我々はその役割を期待して

いるわけで、そういった意味でも、ちょっと先ほどの話に戻りますけれども、そういっ

た人材をいかに育成していくかということが木津川上流河川事務所の最大の悩み事であ

り、ぜひそこの部分についてアドバイスをいただけたらというふうに思っております。 

以上です。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川河川事務所長 松尾） 

 続きまして、猪名川河川事務所の松尾でございますけれども、猪名川の状況について
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ご説明させていただきます。 

 猪名川では、まだ本格運営の前段といたしまして運営検討会を開きまして、今後の河

川レンジャーのあり方、運営のあり方等について議論を進めているという状況でござい

ます。 

 そうした中で、平成16年度までは学識委員３名に参加いただいての準備会だったわけ

ですけれども、平成17年度からは新たにレンジャー委員という形で地域で活動されてい

る方々３名の方に参加いただきまして、その試行活動を通して検討を進めているという

状況でございます。 

 試行活動につきましては、ここに書いてありますが昨年９月以降３回活動を行ってお

ります。また、レンジャー委員の方々には６回のレンジャー会議に参加いただきまして、

その試行活動のあり方またその反省等を踏まえての今後のあり方等について議論いただ

き、それを全体の運営検討会で議論したという状況でございます。 

 取り組みの状況ですけれども、１つは、試行活動を通して流域全体での活動団体のネ

ットワーク化ができてきているということ、それからまた、ＰＲですけれども、当然試

行活動に参加いただいた方々へのＰＲはもちろんですけれども、それ以外ではホームペ

ージでのＰＲ、また地域のケーブルテレビでの放映等で、その試行活動についての広報

を行っているという状況です。 

これは試行活動の状況の写真でございます。 

 試行活動での反省・問題点等でございますけれども、１つは、河川レンジャーとして

の役割がまだはっきり区別できないというところでございまして、まだまだその試行活

動の範囲が、今回は清掃活動を中心ということもありまして今後幅を広げていきたいと

思っております。それから、そういった役割がはっきりしないということからメリット

がまだ実感できないということもございます。また、今後どういった活動をしていくか

ということについてもっと明確にすべきという意見も出ております。それから拠点につ

いて、まだ猪名川では活動の拠点となるような場所等はありませんので、そういった会

議室等の場所を確保していくということが課題として上げられております。 

 今後の運営でございますけれども、平成18年につきましてはもう少し人員をふやし、

また活動内容についても各自行いながら試行活動を行い、さらに検討を進めていきたい

と思っております。 

 猪名川では以上でございます。 
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○三田村部会長 

 どうも、河川管理者の方々にはご無理を申しまして申しわけありませんでした。今、

パワーポイントでご説明していただいた内容に関してご質問等ございましたらお願いい

たします。 

 住民参加部会で取り扱うべき河川レンジャーの項目内容については後でご議論したい

と思いますが、とりあえず今のご報告、ご説明に対してのご意見あるいはご質問、お願

いいたします。いかがでございましょうか。 

○千代延委員 

 千代延です。今、それぞれの河川事務所からご報告をいただきましたけども。河川レ

ンジャーの処遇等はこれから活動いただく基盤になると思いますが、そういうことにつ

いて横の、各河川事務所の方で、ある程度共通することなので事務所間でいろいろ協議

をされているのではないかと推察していますけども、そのあたりはいかがなものでしょ

うか。 

○三田村部会長 

 もしその協議がございましたら、お願いいたします。 

○河川管理者（近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所長 河村） 

 琵琶湖の河村です。基本的にそこも、今は各事務所の裁量で行っております。私の説

明のときに申しおくれましたけれども、報酬といいますか支払いは月額で約５万円支払

っております。金額は淀川と一緒なんですが、報酬の払い方としては、私どもは毎週１

回報告をしていただくと。その報告に対する報酬ということで支払っているということ。

今、制度を試行的に動かしているということで私どもは別途そういった業務を発注し、

発注した業務の方からそういった報告書作成に当たっての報酬ということでお支払いし

ているということで、ほかの事務所の支払いの仕方とはちょっと違っております。 

 今の段階では、それぞれの事務所がそれぞれ工夫してやっているということで、今年

度はそれぞれの支払い方をしましょうということにしております。いずれこういったこ

とを整理して、制度を確実にした場合は一定の支払いの仕方はやはり共通にすべきだろ

うという議論をしているところでございます。 

○三田村部会長 

 今のでよろしゅうございますか。ほかの事務所からは。 
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○千代延委員 

 いや、もう。 

○三田村部会長 

 よろしいですか。ありがとうございます。ほか、ございませんでしょうか。河川レン

ジャーに関しては何度も出ておりますのでご意見も少なかろうと思いますけれども、い

かがでございましょうか。  

○高田委員 

 高田です。今の琵琶湖の場合、試行的にやられて、その報告内容というのは大体どん

な項目が出てきているんでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所長 河村） 

 琵琶湖の河村です。４月以降行っているわけなんですが、まず４月、５月の段階は、

レンジャーの方々にミーティングを開催していただいて、先ほど少しパワーポイントで

もご説明したように、河川レンジャーとは何だろうということをそれぞれ議論していた

だいて、その議論した内容を報告いただいております。あるいは、河川レンジャーのモ

ラルとは何だろうと。 

つまり、河川レンジャーに今回選出された方々すべて、独自にそれぞれの活動をして

いらっしゃいます。それぞれの活動をすることに対してそのまま報酬を支払うと、当初

申しましたように琵琶湖には200以上もの住民団体がおられますけれども、そういった

ところに対して、一方では何か活動に対する支援がされているんではないかという目で

見られるとバランスが非常に悪くなるだろうと。レンジャーとして任命した方に対して

もそういった目で見られると、レンジャーとしての活動に支障が生じるだろうと、この

ようなことをいろいろとレンジャー同士で議論いただいたことを報告いただいている状

況です。 

 ４月、５月の段階でそういったことを机上でいろいろ議論していただいては、ずっと

議論つくせない、つくせないというかいつまでも議論するわけにもいかないものですか

ら、今の段階ではそれぞれ、今度は具体的に現地に出て活動していただこうということ

を努めているところでございます。 

○三田村部会長 

 ほか、いかがでございましょう。はい。 
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○田中委員 

 田中です。各河川のレンジャーの組織について、今いろんな権限だとかいろんな処遇

だとかの問題が出ていて、規約としてそういうものをつくっていく必要があるのではな

いかと思います。あるいはもうあらかじめ内定、つくっておられるのかもしれませんが、

その規約というものはもうつくっておられるんでしょうか。 

○三田村部会長 

 各事務所で。 

○河川管理者（近畿地方整備局 淀川河川事務所長 吉田） 

 淀川の場合はできております。まだ案という状況でございますけれども、それで運営

いたしてございます。 

○河川管理者（近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所長 河村） 

 琵琶湖についても、試行の段階での規約というものは一応つくってございます。 

○田中委員 

 一応、試案みたいなものはできていると。 

○河川管理者（近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 桜井） 

 木津川上流では、先ほどの話のように今後の懇談会の中でその規約を確定していくと

いうことになろうかと思います。 

○河川管理者（近畿地方整備局 猪名川河川事務所長 松尾） 

 猪名川でございますけども、猪名川ではまだ正式な運営要領はできておりません。一

応その案はありますけれどもまだそれに基づく運用は行っていなくて、あくまでも現時

点では、運営検討会の規約に基づいて検討会として動いているという状況でございます。 

○三田村部会長 

 ほか、いかがでございましょうか。それでは、時間の都合もございますので、具体的

に住民参加部会としてどういう点検の意見を言うべきかという内容に入っていきたいと

思います。 

 きょうの審議資料の１の冊子をごらんになっていただきたいと思います。ここの「計

画」の部分に河川レンジャーに関して今まで各部会に提案された各委員の意見分布がこ

こに掲載されております。住民参加部会に考慮されたものというふうには私はちょっと

見てないんですけれども、主にお書きになった川上委員、それでよろしゅうございます

ね。 
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この中から住民参加部会として言うべきこと、すなわち、先ほど河川管理者がご説明

なさったときに感じた、皆さんもお感じになられたと思いますけれども、温度差がござ

います。その温度差の中身は進行状況の違い。これはいずれ埋まることだろうと思いま

す。もう一つ重要なことは、各河川に特有なこと以外に、それぞれの考え方が違ったの

が表に出てきている。河川レンジャーがいかに運用されていくべきかというところで少

し違いが出てまいりました。これは、今統一する必要は決してないと私は思っておりま

す。ソフトな私どもの提案あるいは意見でございましたから、それに対してこれである

というものはまだ見えてこないと思いますので、むしろそこのところに違いがある方が

将来非常によい河川レンジャー制度が確立するんじゃないかと私個人的には思っており

ます。そういう意味でいうと温かく見ていきたい、あるいは競い合っていただきたいな

と思っています。 

もう１つ大事なことは、先ほど申しましたように提言あるいは意見で述べました私ど

もの部会の趣旨を本当に理解していただいて今実践に移っていただいているかどうかと

いう、各地域別部会を超えた根本的なところがこの部会で問われているまとめ方だろう

と思います。そこに集約していく作業に今後移らなきゃならないと思います。そういう

意味において各部会で、特に地域別部会ですけれども、それでご意見をいただいたのが

この資料の１にありますので、それに沿って今ご審議していただきたいと思います。 

 まず、個別的なことから入っていきたいと思います。結果的にはこの中を十分集約し

て縮めた内容にしていきたいということと、それから追加して全体にかかわることを含

めていきたいと、そんなふうに考えておりますが。まず個別的な、琵琶湖部会あるいは

淀川部会、それから木津川上流、もう１つ猪名川とございますけれども、そこにご意見

いただいた方のお考えを簡単に述べていただくとともに、それぞれの、琵琶湖部会にこ

れプラスこういうことを、琵琶湖部会からの意見としてというよりも琵琶湖部会にかか

わる部分として住民参加部会から申していただきたいということがあればおっしゃって

いただきたいと思います。 

まず、琵琶湖部会に行きたいと思います。田中委員、本当に簡単にご説明いただきま

す。 

○田中委員 

 琵琶湖部会では、意見はなるべく簡単に記述してほしいということで短く、評価など

はちょっとさぼって省略したんですが。いろいろ検討していただいたプロセスはよく理
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解できているんですが、やはり中で取り決めされたこととか、先ほども何回も出ている

ようにいろんなことをポイントポイントで資料として部会に提出していただきたいと。

それはやっぱり委員間の情報の共有として大事ではないかということを一つ感じたとい

うことでございます。それは、例えば河川レンジャー準備会あるいは河川レンジャー制

度検討委員会、そして次には河川レンジャーアドバイザー委員会というふうに順序に変

わってきて、最終的にレンジャーが任命され選定されたわけなんですが、できればそう

いう方々のお名前も知りたいということでございます。情報の共有の必要性を申してお

きたいと思います。 

 それからもう１点は、現状では河川レンジャーというよりは琵琶湖レンジャーに近い

ものではないかと。つまり、特色としては琵琶湖が大きなウエイトを持っておりますか

ら、当然でありますがそこに流入する河川というのはまさしく生命線ですから河川レン

ジャーの主旨からいえばこちらに重点をおかなければなりません。特に滋賀県はいやし

の県ということで、人口がますますふえているということになれば各流域の河川環境や

土地利用の変化も出てくると当然思いますので、レンジャーと住民との協働ということ

は非常に琵琶湖にとって大事ではないかということです。河川環境が改変されたあとで

はどれだけ住民運動が困難か過去が物語っています。住民協働を確立するためにも早急

にしなければならないならないと思います。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。私のお願いの仕方が少し説明不足でまずかったようです。今

後川上委員を初め各部会でご意見をいただいた方にご意見を伺うんですけれども、各地

域別部会でお願いする内容も少しご報告していただいていいんですけれども、できまし

たら住民参加部会の中で取り上げるべき琵琶湖部会の内容だとかそういう視点でご説明

していただけると後の審議に役に立ちますので、よろしくお願いいたします。 

 では、川上委員、お願いいたします。 

○川上委員 

 川上です。流域委員会が提案いたしました河川レンジャーの構想というものは、それを

実現するに当たっては、人材の確保とかあるいは権限とか処遇とかレンジャー自身の安全

確保とかですね、さまざまな解決すべき課題や問題点を内包しておりまして、住民参加部

会としてもちゃんとした意見ではなくて参考意見として、平成15年12月の意見書の中で述

べさせていただいたわけです。この参考意見にも過ぎない河川レンジャーが、整備局の新
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たな河川管理へ転換しようという、非常な熱意を持って取り組んでいただきまして、極め

て意欲的に全国で初めての、ある意味で官設の河川レンジャーというものの実現に向けて

取り組んでこられたことは、非常に委員会として高く評価していいのではないかというふ

うに考えるところであります。 

 ４ページの、淀川部会。 

○三田村部会長 

 ちょっと待ってください。それぞれの事務所ごとに行きたいと思いますので。 

○川上委員  

なんですけれどもですね。淀川部会が、今ご説明になりましたように平成15年度から

試行的に始められて、最も早く始められて、そして内容的にも非常に進んでおられるよう

に私は受け取っておるんですけれども。その淀川部会で取り組んでいらっしゃる内容と、

これからこういう検討が必要なんじゃないかというふうなことを、まずちょっと簡単に申

し上げて、ほかの部会で述べていることは、かなり淀川部会を参考にしてほしいみたいな

述べ方をしておりますので、ちょっと淀川部会について先にお話ししたいんですが、よろ

しいでしょうか。 

○三田村部会長 

 それは私の予定がございますので。 

○川上委員 

 だめですか。では、琵琶湖部会について、ここにも書いているとおりなんですけれども、

みずから考え、みずからつくる協働と連携ということが琵琶湖の河川レンジャーのキャッ

チフレーズになっているんですけれども、これをちゃんと理解していただくのはなかなか

難しいかもしれないということを述べております。琵琶湖での取り組みというのは短期間

でシステムをつくられたわけですけれども、非常に内容的には極めて適正であるというふ

うに私は考えました。今後は、やっぱりこの試行の結果をアドバイザー委員会にフィード

バックされて、そして河川レンジャーの資質を上げたり、またその制度としての完成度を

さらに高める努力を続けていただきたいというふうに考えております。 

○三田村部会長 

 ありがとうございました。今、田中委員と川上委員に琵琶湖部会にかかわる、すなわち

琵琶湖河川事務所にかかわる河川レンジャー制度のことについて、できるだけ住民参加部

会で取り上げるべき内容について補足説明をしていただきました。 
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 ほかにいかがでございましょうか。琵琶湖部会の内容で、ぜひもう少し広い視野で考え

た場合に、ここがまずいんじゃないか、あるいはここは評価できるんじゃないかというこ

とがございましたら、ここに書いてある以外にございましたらちょうだいしたいと思いま

す。といいますのは、後で作業をするときに非常に参考になりますので、ぜひご意見いた

だきたいと思います。個別的なことは各地域別部会にご提案していただいた方がよろしい

んですけども、住民参加部会として取り上げるべき内容で琵琶湖部会でお願いしたいこと、

あるいは意見がございましたら、ぜひいただきたい。いかがでございましょう。後で作業

をする前に皆さんにお諮りといいますか、この後でご意見をいただくような時間を設けま

すので、作業をするまでの間に。そのときでも結構ですけれども、今ございましたらお願

いいたします。 

 次、淀川に移ってよろしゅうございますか。淀川部会なんですけれども、川上委員にち

ょっと待ってくださいと言いましたのは、実は４ページの１から６までのところは、住民

参加部会として考えていかなきゃならない根本をうまくまとめてくださってます。この視

点をベースに置いて意見をまとめていきたいなと思っております。そういう意味で、ちょ

っと待ってくださいというふうに申し上げたんです。まず、では川上委員からお願いいた

します。 

○川上委員 

 先ほど田中委員の方からもお話がありましたように、委員間で情報が共有されていない

状況にあると思います。これは河川レンジャーの事業についてだけではなく、先ほどＡ３

判のさまざまな委員会や協議会についてのリストアップをいたしましたけれども、こうい

うさまざまな委員会や協議会の内容が流域委員会に余り伝わってこないために、いきなり

整備内容シートを渡されて評価しろと言われても、なかなか難しい部分があります。河川

レンジャーにおいても、そのとおりであります。 

 淀川河川事務所では、河川レンジャーの運営要領案というのを非常に時間をかけて、精

細な検討をされて、非常に何といいますか、精緻な運営要領がつくられました。これは恐

らく、先ほど来話題になっております、近畿地方整備局の管内における河川レンジャーの

制度の基本になるようなものではないかというふうに私は考えておりまして、それは皆さ

んには情報が行ってないわけですけれども、それは一日も早く資料提供をしていただいて、

情報共有をした上で、きちっと評価をしたいというふうに考えております。 

 今後さらに取り組む必要があるものとして１番から６番の項目を掲げておりますが、河
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川レンジャーの募集のための講座、研修の科目、講師、研修資料の編集など、河川レンジ

ャーの具体的な事業を進めていくための準備を、可及的速やかにやっていただく必要があ

るということと、それから河川レンジャーに選任された人が一定期間ごとにレベルアップ

をするためのフォローアップ研修についても検討されるべきだということを、１番で述べ

ております。 

２番目に、活動拠点としては当面、淀川資料館、河川公園事務所、三栖閘門資料館等

を活動拠点とすることにしているわけですけれども、河川レンジャーの活動拠点というの

は、流域委員会が一方で提案いたしました流域センターとして、住民や住民団体に開かれ

た場として活用することが望ましいというふうに述べております。 

それから、処遇につきましては、河川レンジャーの活動は無償奉仕活動ではなく、報

酬や身分がきちんと保証されて初めて成り立つと言っても過言ではないということで、現

在の試行段階では勤務形態は非常勤、時間限定、休日勤務などの非常勤になっております

けれども、将来的には公務員としての雇用ではなく、常勤という勤務体系も想定すべきで

あるというふうな意見を述べております。 

４番目に、広報活動ですけれども、社会の認知度はまだまだ低いので、優秀な人材を

確保するためにもさまざまな広報活動を検討して、有効に行ってもらいたいという意見を

述べております。 

それから、職員の認識ということを５番目に挙げておりますが、職員の方々は大体２

年、３年で異動されるため、河川レンジャーの存在意義等についての認識というものをき

ちっと継承していってほしい、そのためにはどうしたらいいかということを考えていただ

きたいということを５番目に述べております。 

６番目に、自治体の認識でございますけれども、直轄管理区間だけではなくて、自治

体が管理している区間においても、将来的には広げていくということであるとするならば、

自治体の理解と協力というのが必要なので、そういう取り組みが必要だということを書い

ておりますが、既に今の各事務所の検討懇談会等におきましても自治体の委員が選ばれて

入っておりますので、今後自治体とはきちんとタイアップしていかれるのであろうと思い

ます。 

いずれにしましても、今後も試行の結果をフィードバックして、さらに制度としての

完成度を高めてほしいというふうにしております。 
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○三田村部会長 

 ありがとうございます。実は先ほど少しコメントいたしましたが、４ページの１から６

は淀川部会の河川レンジャーの活動についてのコメントでございますけれども、内容は別

個にいたしまして、こういう視点から住民参加部会として４つの事務所の活動を総括して

いくというのが、一番わかりやすいんじゃないかとは思っております。 

 ちょっと川上委員にご質問したいんですけれども、５番目の職員というのは、これは管

理者職員並びに国の職員という意味ですか、そこまでは広げないのでしょうか。 

○川上委員 

 河川事務所の職員の方々です。 

○三田村部会長 

 他流域も含めてということですか、この４つの事務所の方々。 

○川上委員 

 他流域、自治体の管理している区間。 

○三田村部会長 

 いえいえ、例えば九頭竜川だとか何とかと国全部、要するにその辺の認識が非常に重要

だよという意味で書いてらっしゃるのか。それとも、少なくともここの。 

○川上委員 

 少なくとも近畿地方整備局内ということでございます。 

○三田村部会長 

 わかりました。淀川に関しては、川上委員が素案をご提出していただいているに過ぎな

いんですけれども、ほかにございませんでしょうか。はい。 

○村上興正委員 

 書かれていることは非常にいいと思うんですが、わかりやすくするために、河川レンジ

ャーの支援体制の確立みたいな問題と、河川レンジャーの資質の向上みたいな問題とは分

けて、その中に小項目を入れていくという形にした方がわかりやすいと思うんですよ。そ

ういった組みかえ等をやればいけると思います。それから、６番目の指定区間外区間とい

うのはようわからんのですけど、これは直轄区間外のところもちゃんと視野に入れなさい

ということなんですね。何か、ここの言葉が非常にわかりにくうて。恐らく、直轄区間と

直轄区間外という言葉でたしか言っていると思うんで。 
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○川上委員 

 そうです、そういうことです。 

○村上興正委員 

そうですね。それから、処遇のところで前に問題になっているんですが、公務員での

処遇でなくというのは非常にわかりにくいので、僕は常勤的な非常勤という構想を呈すべ

きであると、要するに非常勤での扱いは変わらないけども、それがかなり常勤的なものに

近いものにしようと、そういう話でいいんじゃないかと思うんですよ。そういったちょこ

ちょことした修正はありますが、基本ラインはこれで僕はよくできていると思ってます。 

ここに書いてあることを一般論として出せば、恐らくここの住民参加部会であるとし

たら、一般的な特性としてこういうことには、だから評価基準ですね、評価基準の視点み

たいなものですね。今はまだ視点だけですけども。こういうことを気にしなさいよという

のをつくるのが最初の部分で、個々についてはそれについてチェックして、この部分はい

けるけど、この部分はだめとか、項目ごとに評価していくというのが非常にやりやすいや

り方だと思います。 

○三田村部会長 

 そのように考えております。ありがとうございます。 

 今の指定区間外区間というのは、これは実は第１期の流域委員会でも非常に難しい言葉

だということになりましたけれども、どうもちゃんとした用語なので、そのまま使わざる

を得ないということだろうと思います。 

○村上興正委員 

 そうですか。 

○三田村部会長 

 ほかはいかがでございましょうか。ご意見いただきたいと思います。 

○澤井副部会長 

 今の用語の問題なんですけど、制度的にはそうかもしれませんが、やはり非常に難解、

誤解を招くおそれがあって、むしろ村上委員が言われたように、直轄区間と直轄区間外と

いうふうな言葉にした方が誤解がなくていいんじゃないでしょうか。 

○三田村部会長 

 それも考慮して最後まとめていきたいと思いますが、たしか提言にもこういう表現が残

っておりましたですね。はい。 
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○高田委員 

 人材というのが一番大事で、ここにも講座及び研修というのがあります。ただ、割と少

ない人員に対して、そういう一々研修というのも大変であるし、もちろんそれは必要なこ

とで。ただし、ぜひ進めたいのは、こういう各種委員会がありますね。ここで川上委員が

まとめてくれた、これの３分の１ぐらいの委員会にはこの方々は出席するのが一番勉強に

なることやと思いますね。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。ほかはいかがでございますか。 

○村上興正委員 

 これは、どこで議論したらいいかわからんのですけど。先ほど田中委員が情報を全部に

回せと言ったんですが、これはすごい情報やと思うんですよ。各部会が。それで、もしか

やるとしたら、僕やったら、例えば琵琶湖部会はだれそれ分担と、淀川部会はだれそれ分

担と、この住民参加部会に重なっている人がいますね。そういう人を決めておいてウオッ

チングすると、要するにそれがどういう進行をしているかというのをチェックすると、そ

れを情報を流すと、それを皆で議論するというようなシステムにしないと、全部の情報を

各人が全員もらおうと思ったら、えらいことになると思うんですよ。その辺のことのシス

テムは考えた方がいいと思うんですけど、とにかくだれか１人責任者みたいな者を決めた

方が楽だろうと思うんです。 

○三田村部会長 

 実は、そのことに関して、何の地域別部会だったかはちょっと忘れたんですが、全資料

はぜひどこかの段階で提出していただきたいと、それを全員に配るべきかどうかというの

は別の問題にいたしまして、だれでも見られる状況にしていただきたい。数人にもまたそ

れも配布していただくことが一番適切じゃないでしょうかということはお願いしましたけ

れども、それも含めて今後のやっぱり点検というのがございますので、そのようにさせて

いただければと思っております。 

 はい。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

児玉です。各事務所の、先ほどご説明させていただいた中にありました運営会議であ

りますとか、ちょっと呼び名が違ってますが、いろんな委員会がありますけども、そのメ

ンバーでありますとか、そこでどういった主要な議論なされているのかといったことにつ
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いては、何回かそういう資料が欲しいというふうな話がございましたので、今取りまとめ

ておるところです。近日中には全員にお配りをする予定であります。ちょっと分量が多い

少ないというのは先ほどございましたけれども、今までのご要望の中ではとにかく全部く

れというような、そういう要請が強かったように思いましたので、とりあえずそうさせて

いただきます。もういいというのであれば、そのときはまた考えていただければ結構です

けれども。 

○三田村部会長 

ありがとうございます。少なくとも、住民参加部会の委員の方々はむだにならないよ

うに、その資料をご活用していただくようにお願いしたいと思います。 

では、木津川上流にまいりたいと思います。岡田委員、簡単にご説明していただけれ

ばありがたいと思います。 

○川上委員 

 いらっしゃらないです。 

○三田村部会長 

 いらっしゃらない。では、この内容を拝読いたしまして、住民参加部会としてぜひ取り

上げていかなきゃならないことは反映させていきたいと思います。 

 川上委員、よろしくお願いします。 

○川上委員 

 川上です。木津川上流河川事務所の河川レンジャーの取り組みに関しましては、やっぱ

り地域的な特色というのをきちっととらえられて、防災面に基軸を置いて、環境学習、動

植物の保護活動、不法投棄の監視、河川利用者への安全指導など、河川管理の支援という

ふうに、地域の必要性を考慮したとらえ方をしておられて、非常に適切であるというふう

に思いました。 

 現在まだ準備段階ですけれども、非常に管理区域が広域にわたることから、主要河川の

流域を幾つかのブロックに分けて河川レンジャーを配置する必要があると考えております

けれども、当面活動拠点は伊賀地域の中核都市であります上野地区と名張地区の２カ所で

施行されるのがいいのではないかというふうに考えております。今後、検討懇談会をつく

られるということでございますけれども、先行している淀川河川事務所や琵琶湖河川事務

所などのさまざまな体験に基づく資料を検討懇談会の委員に支給されて、効率的に検討を

進めて、可及的速やかに実現していただきたいというふうに考えて意見を書きました。 
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○三田村部会長 

 ありがとうございます。今の川上委員のご説明は、寺田委員あるいは村上委員のご発言、

ご意見も含めてご報告していただいたんですか、それとも川上委員の部分だけ。 

○川上委員 

 一応、５月18日の木津川上流部会検討会で各委員のご意見を伺いましたので、それを踏

まえて書いておりますけれども。他の寺田委員それから村上興正委員からも非常に有益な

ご意見が出ておりまして、ひょっとすると私の申し方が不十分かもしれませんので、ご意

見を伺ってみてください。 

○三田村部会長 

 わかりました。ここにいらっしゃいますので、ぜひ述べていただきたいと思います。特

に寺田委員がここに書いてらっしゃる内容は、住民参加部会としてとどめておかなきゃな

らない部分だろうと思っています。そういう意味において、重要な内容が含まれておりま

すので、少しコメントしていただければありがたいです。続いて、村上委員にもお願いし

たいと思います。 

○寺田委員 

 きょう参加させていただいたのは、住民参加部会としての河川レンジャーの部分に対す

る意見として、ぜひお出しいただきたいという意味で、ちょっと出席をさせてもらったん

ですけども。各部会ごとに、各河川事務所ごとに進捗状況はいろいろ違いますよね。それ

に対する意見は各部会で出したらいいと思うんですけども、大事なのは、一番進んでいる

淀川でもまだ試行段階ですよね。結局、この委員会が非常に力点を置いて提案をした、提

言をした河川レンジャーの制度を具体的に本格発足のために、言うたら助走をやっている

わけですね。それをやはり全般的に総括するのは住民参加部会しかないと僕は思うんです。

だから、そういう視点から、ぜひ意見を述べていただきたいと思うんですけれども。 

 内容はここにも書いていることとも関係するんですけども、やはり進捗状況というのは

各河川事務所ごとに行ったことの報告にとどまっていると思うんです。もちろんそれはし

ていただかなくちゃいけないんですけども、やはりいろいろ試行する中で、一定やはり河

川管理者としての検討を行われていると思うんですね。だから、やはりその間の成果と課

題、見つかった課題、そういうものをやはり管理者の立場から報告をしていただきたいと

思うんですね。それを受けて、やはり住民参加部会がさまざまな活動形態はあると思いま

すけども、全般的に河川レンジャー制度というものの具体化のために、やはりいろいろ意
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見を述べられる部分が出てくると思うんですね。だから、そういう視点から、そういう今

申し上げたように単なる進捗状況の事業の報告にとどまらずに、試行した過程で出てきた

成果と課題ということについての具体的報告も行ってくださいということは、ぜひ意見と

して出していただきたいなというふうに思っています。そういう趣旨のことを、ちょっと

ここにも書いているんですけど、よろしくお願いします。 

○三田村部会長 

ありがとうございます。村上委員、お願いいたします。 

○村上興正委員 

 僕は、河川レンジャーの活動内容というのは地域特性に応じてやればいいと。だから、

それは規定することはなくて各地域ごとにやればいいけれども、地位とか身分とか報酬と

か、こういう基本的なことは各河川ばらばらというのはまずいと思うんですよ。したがっ

て、そういう基本的なことは河川事務所で話し合って、やはり統一的なものをつくるべき

と。 

 それで、各活動に関しては、この部分はおたく、例えば防災面をうちは重要やと、うち

は危ないんやという話やったら、防災面に力を入れればいいと。環境面でいいものがあっ

て、これは正しく住民に理解してもらったら、そっちの部分を強化すればいいという形で、

おのおのの地域特性に応じて考えればいいと。そういったことを、だから自分の所で何が

重要かということを考えるべきで、何も一律にやることはない。２つに分けるべきやと思

います。それだけです。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。先ほどの４ページの１から６の中の部分を基本にしてというこ

とだと思います。 

○村上興正委員 

 そういうことです。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。はい。 

○寺田委員 

この川上さんが書かれている１から６の項目に加えて、この河川レンジャーの事業の

中で住民にどういう役割を担わせるかというのは、非常に大事な部分だと思うんですけど

も、それをぜひ加えてもらいたいと思うんですね。これはいろいろの担い方があると思う
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んですけども、その辺のところについての検討を、この項目に加えていただけたらと思い

ますけども。 

○三田村部会長 

はい、ありがとうございます。木津川上流に関して、ほかの部会委員の方々からのご

意見ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

では、最後になりましたが、猪名川部会にかかわる、猪名川事務所にかかわると言っ

た方がよろしいかもしれません。これは、庶務がお書きになったので内容がわかりにくい

です。角野部会長がまとめたのがここに書いてあるんですか。 

○角野委員 

そうです。それでちょっと私の方から。 

○三田村部会長 

はい、お願いいたします。 

○角野委員 

私の方は千代延委員と川上委員からかなり長い文書をいただいたんですが、そのエッ

センスを量的には半分以下にしてまとめさせていただきました。意見としては大きく２つ

の内容になると思います。１つは活動内容の問題です。もう１つは、その活動を支える制

度の確立という問題なんですね。 

活動内容については、河川レンジャーというのは住民と行政のコーディネーターという

役割だということになっているんですが、どういう活動をすればそういう役割が果たせる

のかということです。猪名川の場合はまだ清掃活動などが中心で、それは河川レンジャー

の本来の役割ではないんじゃないかという意見もあるんですが、これは先ほどから意見が

出てますように、河川ごとに活動は異なってもいいということなんです。そのほか自然観

察会ですとか防災活動だとか、とにかく河川レンジャーのメニューというのを出して、で

きるものからやっていくべきだというようなことです。そのことを検討する必要があるん

じゃないかというのが活動内容の部分です。 

その活動を支える制度の確立の問題は、これも先ほどから出ています処遇の問題です

とか、河川レンジャーにどういう権限を与えるのか、一方逆にどういう責任があるのかと

いった問題です。そういうことを徹底するためのいろんな研修などを確立していく必要が

あるんじゃないかということです。猪名川の場合はちょっとまだほかのところに比べてお

くれておりますので、先行事例を参考にし、ほかの事務所との交流というようなことを図
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っていくということ、これはもう全体の問題になると思うんですけれども、やはりそうい

うことが必要じゃないかという案です。そういうことでまとめさせていただきました。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。千代延委員、川上委員、今のご説明内容でよろしゅうございま

すか。何か補足することがございましたら。 

○千代延委員 

いや、補足することはないんです。非常に駄文のところを削っていただきまして、か

なりわかりやすくなっております。それで、この内容は今まで大分意見が出ておりますけ

ども、猪名川の今までの行われたこと、それから進行中のことに対して書いておりますの

で、先ほどの淀川のところで川上委員が書かれております１から６とか、それに追加して

寺田委員がおっしゃいましたように住民参加部会で取り上げるなら、そういうところを中

心にやっていただければいいというふうに私は思います。 

○三田村部会長 

ありがとうございます。川上委員もよろしゅうございますか。はい。猪名川に関して

ほか、いかがでございましょう。ありがとうございました。 

それでは、河川レンジャーについて並びに他の項目が抽出されるかもしれませんが、そ

れを含めて今後のスケジュールについてご提案――はい、どうぞ。 

○今本委員長 

 今本です。この河川レンジャーの問題は、この委員会が提案して河川管理者がそれを引

き受けてくれてやってくれているわけですね。そういう意味で、私は余り足を引っ張るん

じゃなく、河川管理者を勇気づけるような意見になったらいいなと、これは個人的に思っ

ているんです。ですから、いろんな事務所が本当に一生懸命やってくれている、おくれて

いると言われても近々に実現しそうなところまで来てますのでね。余り条件をつけずに、

もし何か悪いところがあったらそのときに直していくような形で。できたら、ここは河川

管理者を本当に勇気づける意見になったらなと思います。 

○三田村部会長 

 私もそのように思っております。教育的指導といいますか、100点はあげられないけれ

ども80点ぐらいはいいんじゃないでしょうかというような表現にしたいと思います。 

 よろしゅうございますか。はい、どうぞ。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。この扱いなんですが、今話してよろしいですかね。 

○三田村部会長 

 その辺、少しスケジュールの中でお話ししたいと思いますけれども、それに関してご意

見ございますか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 これについて、ちょっとまだこの位置づけがよくわかってないんですが。どういう使わ

れ方をするのかというのが、今からその話があるんだったら、その後でまた申し上げた方

がいいのかもしれないんですが。こういう表をつくって何にどう使おうとしているのかと

いうのが、ちょっとまだ見えてません。したがって、この表のつくり方でいいのかどうか

というのが、いいのかどうか、この区分も若干先ほどご説明があったんですがよくわかり

ませんでした。委員会、いろんなものが並んでますけども、これは当然目的や性格が違う

ので、メンバーは当然違って当たり前です。こういう比較をすることがどう後につながる

のかということですね。この後議論されるということであれば、今の河川管理者の疑問に

も答えられるようなことで議論をいただければと思いますが。 

○三田村部会長 

 この後の議論と言いましたのは、きょうのこの後の議論という意味と、それから今後の

部会の議論という意味が２つございまして、これを項目として挙げるのであれば、きょう

のこの後の議論で少し整理していかなきゃならないと思ってます。今後の部会の活動とし

ては、この内容をもう少し詰めて、整理して、住民参加部会として新たな住民意見の反映

方法についてというところで、これを参考にしてよりよいものをつくっていきたいという

ぐあいに考えておりますけれども。 

まず、その前にスケジュールについてお諮りしたいと思います。きょう河川レンジャ

ーについて素案を皆様方からご検討いただいて、まとめるための原案というものができた

かのように思います。それを委員会に提出しなきゃならないんですけれども、それの原案

を作成しなければなりません。できましたら。今、児玉さんがおっしゃった部分は、この

後少し休憩を挟んで次のその他の議題に入る直前に、休憩の間に各委員に、この中で必要

なものが本当にあるのかどうかということをお考えいただいて、あるんでしたら少し時間

をとらなきゃならないと思います。ないんだったら、河川レンジャーだけのスケジュール

になります。あるようでしたら、それも含めたスケジュールになります。 
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河川レンジャーに対するきょうの素案、あるいはそれプラスアルファのご意見を踏ま

えたものをベースにいたしまして、30日の12時までに庶務に意見をご提出していただきた

いと思います。今月30日の12時までに。そのほかに項目が挙がりましたら、それに関して

もご意見をいただきたいということでございます。その30日の12時までにいただいたもの

をまとめる作業を30日の16時から20時に、この部会の作業検討会というものを組織いたし

まして、その中で原案作成をしていきたいと思います。30日の16時から20時までで、部会

の委員の方で、おれが加わってまとめてやろうという方、手を挙げていただければありが

たいと思います。他の部会長等は非常に忙しいので、余りお願いすることができないと思

っておりますので、その辺も踏まえて時間的に大丈夫だという方、30日の16時から20時ま

で。多分、河川レンジャーが主な仕事になると思いますけれども。 

手を挙げていただく前に、その後のスケジュールを簡単に申します。30日の20時まで

作業したものを１日の12時までに庶務に提出いたします。２日に、委員会のまとめのため

のワーキンググループが13時から開かれる予定でございます。そのまとめたものを委員会

に縦覧されるんだろうと思います。そうですね、今本委員長。それが７月６日に日の目を

見るということになろうと思います。運営会議並びに委員会に提案されて、そこで議論を

経て若干の修正があった後、河川管理者に提出するという、そういうスケジュールになろ

うかと思います。そのための住民参加部会としての作業検討会を、30日の16時から20時ま

で開催したいと思います。いかがでございますか。 

○村上興正委員 

 済みません。淀川が29日19時から予定しているんですが、それで済まない場合は30日の

16時から20時を考えてます。それでですね。 

○三田村部会長 

 若干伺いました。 

○村上興正委員 

だから、その話をどないしようかと思ってね。ちょっと多分少しは使いたいんですよ。

ですから、前半ぐらいを１時間ぐらいいただいて、それから例えば17時ぐらいにしてもら

うと、どうせ高田さんとか澤井さんなんかは淀川部会にも関与しているわけですよ。起

草委員なんですよ。 

○三田村部会長 

 まず、他の部会の方にお願いするのはちょっと申しわけないので、この部会の委員の方
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で基本的に組織したいと思うんです。手伝っていただける方は他の部会の方でも入ってい

ただきたいと思います。 

○村上興正委員 

 澤井先生はサブリーダーでしょう。 

○三田村部会長 

 それで、手を挙げていただけないようでしたら、こちらからお願いしたいと思いますが、

よろしゅうございますか。私は参加せざるを得ないと思いますので、川上委員は本当は気

の毒で申しわけないんですけども、抜けていただくと大変なことになります。他の部会長

は避けるように工夫したいと思うんですけども、ぜひお願いしたいと思います。それから、

澤井副部会長にもぜひお願いしたい。それはちょっと複雑な事情がありますので、後で説

明します。それから、今意見をいただいた方を中心に選んでいるんですけども、田中委員

もぜひお願いしたいと思います。澤井副部会長は何か淀川の作業と重なっているようです

けれども、場所は近くですか。 

○村上興正委員 

 30日は公式にはまだ決めてないです。だから、29日は公式に決まっているんです。29日

を中心にして、もしか足らなかった場合あとちょっと欲しいという。 

○三田村部会長 

 その30日の会場が近くでしたら兼任していただくという。 

○村上興正委員 

近くというのは。 

○三田村部会長 

ぱるるでやります。ごめんなさい。ぱるるでやりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○村上興正委員 

16時から始めますね、あれ。全員16時じゃないと集まらなかったんですよね。困りま

したね。 

○三田村部会長 

あと、澤井先生にお願いします。どちらが重要であるかというご判断をしていただき

たい。それとともに、他の部会からいかがでございましょうか。16時から20時まで議論に

加わってやるぞ、まとめの作業に加わってやるぞという方がいらっしゃいましたら。千代
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延委員、寺田委員、村上委員が意見を述べていただいてますけれども。 

○村上興正委員 

ちょっと無理や、済みません、僕はちょっと無理だと思いますね。 

○三田村部会長 

では、ここでお願いしますという形じゃなくて、時間の余裕ができましたら、ぜひぱ

るるまで足をお運びいただければと思います。そのような形にさせていただきたいと思い

ます。基本的に川上委員と田中委員と私と、可能な限り澤井委員という４人でまとめの作

業をして、それで委員会に原案を提案したいと思います。それでよろしゅうございますか。 

では、休憩に入りますが、その間に他の項目抽出をお考えくださって、それで休憩の

後、あるかないかということをお諮りしたいと、なければ議題の（２）その他に入りたい

と思います。庶務、お願いいたします。 

○庶務（日本能率協会総研 近藤） 

それでは、12時10分まで休憩とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

〔午後  ０時 ０分  休憩〕 

〔午後  ０時１２分  再開〕 

○庶務（日本能率協会総研 近藤） 

 それでは、再開させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○三田村部会長 

 審議事項（２）のその他に入る前に、項目抽出の部分、ご休憩の間にお考えください

と言った件でございます。いかがでございましょうか。 

○村上興正委員 

 実は、５月25日の資料を見ていますと、そのときは河川レンジャーが主なものである

が、それ以外にも追加した方がいいだろうというので、そのリストがありまして、きょ

う出ているリストですね、47、92から95とか、この辺のところが５月25日では、住民参

加部会で検討されるであろうということで議論が進んでいたと思うんですが、その辺は

どうなっているんでしょうか。 

○三田村部会長 

 わかりました。その件に関しても、先ほどお尋ねしたことなんですが、河川レンジャ

ーは多分そのまま行けるだろうということで、今まで進めさせていただきました。その
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ほかの環境の９－１、あるいは治水の１－１、１－２、１－３、１－４、あるいは維持

の３－８、３－９ということに関して、この前の部会の検討会で抽出していただいて、

ご議論いただいたようでございます。それと、きょう川上委員がご提出していただいた

Ａ３用紙の部分ですね。その中で重要なものがありますでしょうかということです。 

 それと、もう１つは、そういう形にさせていただいたのは、検討会の中で河川レンジ

ャー以外の部分は項目として必要だというご意見と、いや、これはほかのところで十分

やっていただいているので住民参加部会で項目として挙げていただかなくてもいいとい

うような雰囲気であるというようなことも、休んだ私でございますので定かではないん

ですけれども情報が入っておりますので、その辺も含めて皆様方にご判断いただきたい

と思っていたんです。 

 いかがですか。まず、ご提案させていただきたいんですけども、きょう川上委員がＡ

３で資料をつくっていただいたものを配付した部分、それに関しては今後の住民意見反

映の重要な資料として扱わせていただきたいと思います。きょう決定するに当たって、

内容を河川管理者に求めるには、ちょっと時間的に難しいと思いますので、これは後の

資料としてぜひ使わせていただきたいと思います。これをさらに充実させて、河川管理

者に進行状況だとか、そういうものをお尋ねしなければならないことがあると思います、

あるいは趣旨等も含めてですね。そのようにこれを扱わせていただきたいと思います。 

○今本委員長 

 河川管理者に質問なんですけど、ここに挙げられましたいろんな委員会、これの内容

はホームページで見られるんですか、載ってないのもあるんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。ちょっと、これはたくさんになっていますのでわかりません。メンバーと

か、どういったことを議論しているかというのは、出ているのもあれば、そうじゃない

ものもあると思います。 

○今本委員長 

 できたら河川管理者側で、こういうのを整理してもらって、これのことはホームペー

ジに出ているとか出てないとか、そういう整理をしてもらったら、今度は我々が積極的

に見たければ、それを見て調べられますのでね。 

○三田村部会長 

 実は、これに関して何とか協議会だとかございますね。その中で、住民の代表の方が
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入るのが非常に困難な専門委員会がございます。その場合においても、公開されている

か、されていないかという視点で私たちはぜひチェックしていきたいといいますか、お

願いをしていきたいこともありますので、それは今後の課題にさせていただきたいと思

っております。 

 これに関しては、そのように扱わせていただきたいと思いますが、よろしゅうござい

ますか。 

 今、村上委員がおっしゃった部分の件でございます。検討会で河川レンジャー以外の

部分について、項目として住民参加部会として取り上げるべきかどうか、いかがでござ

いましょうか。 

 ご意見をいただかないと楽な方に走ってしまいます。 

 私、個人的には判断がつかないんです。というのは、このとき欠席いたしました関係

がありますので、判断がつかないんです。今までのこれに関する各部会等の資料を拝見

しますと、住民参加部会としてぜひ項目として挙げなければならないというふうにも思

えなかったんです。ただ、各部会が原案をお出しになった段階で、私も川上委員も住民

参加部会の委員の方々の何人かが運営会議のメンバーでございますので、運営会議プラ

スアルファで最終的な作業に入りますので、そのときに住民参加の視点が抜けているか

どうかというチェックができると思いますので、そこで反映させていきたいと思います

が、これは私個人の考え方でございます。ですから、住民参加部会として意見をまとめ

たものを原案として出すというのは、余り大きな仕事としてなくてもいいんじゃないか

と思っておりますので、そのようにさせていただきたいと思ってますけど、よろしゅう

ございますか。 

 では、住民参加部会として挙げなければならない項目は河川レンジャーだけというこ

とに今回はさせていただきます。 

審議の１つ目を終了させていただきました。よろしくお願いいたします。 

（２）その他 

○三田村部会長 

２番目に入ります。実は、これに関しては少し複雑な経緯がございます。それで「そ

の他」にさせていただきましたが、前回の委員会で住民参加部会が案をとりまとめたも

のをその日の運営会議にお諮りいただいて、それでその日の委員会でお披露目いたしま

した。その際に、一般住民の方々からもその場で意見をいただく、あるいはそれ以降庶
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務へ意見をご提出していただくということで、今本委員長が一たん閉じられました。し

たがいまして、そのときの案が、そのままで動かすということにならなかったように思

います。 

いただいた一般の方々の意見、メールでいただくだとか、あるいはその場でいただく

だとかそれを含めて、あるいはその後の委員の方々の意見を反映させたものを再度運営

会議にかけて、次の委員会から適用させたいということのようになっていたと思ってい

たんですが、次の委員会が延期になったということと、私がその直前にあります運営会

議に出席できなかったということがありまして事情がよく理解できなかったんです。 

私が住民参加部会をお引き受けしている立場といたしましては、住民参加部会はもう

委員会に提案したんだからこちらの責任じゃないと思っておりました。したがいまして、

ここで審議事項として挙げていただくのは非常にまずいんじゃないかということで庶務

とやりとりがありました。したがって、そのときの委員会の結論といたしましては「そ

の他」という項目にさせていただいたんです。 

ここでお諮りしてからということになるかなと思ったんですけども、どうも議事録を

見ていますと、運営会議で差し戻しになったようなことでありましたので、やっぱりこ

ちらで審議としてやらなければならないのかなと思います。したがいまして、ここでそ

の他の項目を新たに立てて審議させていただきたいと思います。 

一般審議項目は、一般からの意見提出及び傍聴者からの意見聴取等に関する提案でご

ざいます。それをここで再度まとめたものを運営会議にご提案させていただいて、委員

会で決をとっていただきたいと思います。 

そこで、再度住民参加部会で案を作成していただきたい、すなわち前回委員会でご説

明した案の改訂版といいますか、充実させた内容でございますけれども、それを川上委

員がご足労くださって、まとめていただいたものがございます。これがお手元に配られ

ていると思いますので、それを基本としてご審議いただきたいと思います。それととも

に前回の委員会で配付されたものがお手元にあるかと思います。基本は川上委員がおま

とめいただいたものを中心にして進めていきたいと思います。 

では、川上委員、極めて簡単にお願いできませんでしょうか。ちょっと時間的なこと

がございますので、順番に追っかけていきますので、この経緯だけで結構ですから、も

しなければそのままで結構です。 
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○川上委員 

 ４月24日の資料ときょうの資料とが両方お手元に渡っていると思いますけれども、４

月24日の提案をずっと通読いたしましたところ、文章がかなり乱雑でございましたので、

整えさせていただきました。それが１つです。 

 なぜ、このような検討をしなければいけなくなったかということは、１ページの

（１）のところに書いてあります。「複数の委員会と部会等において同じ提出文書を繰

り返し配布してまいりました。しかし、これらの行為は地球環境保全（省資源）の考え

方とは相容れず、会議の運営経費の節減を考慮しないものであったことを真摯に反省し、

今後は、一定のルール（別紙１）を定め、それに従って意見、資料を受け付け、委員、

一般傍聴者、行政機関等にできるだけ無駄なく配布すべきである」ということがこの提

案の趣旨であります。 

 また、一般傍聴者の発言につきましても、往々にして審議内容と無関係のご発言、そ

れから発言者が特定の方に固定している傾向、それから発言時間が長過ぎるなどの実態

があったので、これもルールを決めて、それに従ってできるだけ多くの傍聴者の方々に

ご発言の機会を確保するとともに、一般傍聴者の発言者の方には簡潔明瞭で有意義なご

発言をお願いしたいということが趣旨であります。 

 それで２ページにまいりまして、まず、「１．委員会への〈意見提出の様式〉」のル

ールでございますけれども、Ａ４サイズで３ページ以内でお願いしますということで、

資料を添付したい場合は、同じくＡ４判３ページ以内で添付してくださいということで

あります。 

 ２番目に、意見提出の目的についてでございますけれども、ご意見はあくまで委員会

に対していただくものでありまして、河川管理者に対して提出するような内容のものは

困りますということであります。また、要望や質問もご意見として承るということで、

要望や質問をいただいても、必ずしも回答させていただかない場合がありますというこ

とをここで申し上げております。 

 それから、意見の内容について基本的に提出者の自由といたしますけれども、以下の

点を守ってくださいということで、「委員会の審議に関する内容の意見であること。」

「個人情報、稀少生物の所在等の秘匿に配慮すること。」「記載内容が個人の誹謗中傷

にならないこと。」「記載内容が公序良俗に反しない内容であること。」ということで、

いただいた資料は提出後の直近の会議で参考資料として配付させていただくとともに、
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ホームページ上で公開させていただくことがありますというふうにいたしました。 

 意見の提出要領は、メール、郵送、宅配でお送りいただいて結構なんですけれども、

送料は提出する方が負担してくださいということです。あと、特定の会議で公表したい

場合は、当該会議の開催の２営業日前の17時までに提出してくださいというふうにして

おります。 

 あと会議場で資料を配布したい方がいらっしゃいますけれども、３ページの３のとこ

ろに、配布についての基本的なお願いというのを書いております。会議の妨げにならな

いように配布してくださいということで、資料の内容については、先ほどの意見提出と

同じように４つの守っていただきたいことを掲げております。 

３ページの一番下に、「４．著作権の保護に関する注意」ということを書かせていた

だきました。実は、流域委員会はこの著作権の保護に関しては、非常にこれまで対応が

いいかげんでございました。これを反省いたしまして今後、新聞、書籍等の著作権の保

護に関しては、委員会自身も厳しく律していきたいというふうに考えております。 

したがいまして、意見や資料を提出いただく一般の方々、傍聴者の方々にもご配慮い

ただきたいということで、「提出される意見に、新聞、書籍、その他の著作物からの引

用や写しが貼付または添付されている場合、ならびに配布される資料が新聞、書籍その

他の著作物の写しである場合、著作権の許諾に関する責任は意見の提出者または資料の

提供者にあり、委員会は責を負いません。」ということを明記させていただきました。 

４ページにまいります。「一般傍聴者からの意見聴取について（見直案）」でござい

ますけれども、以前の内容の変更箇所がわかりやすいように見え消しで残しております。

「１．実施要領」といたしまして、「（１）従来」「会場において傍聴者の挙手にて発

言希望を確認し、原則としてすべての希望者に発言を認めた。」ということになってお

ります。「発言時間については、状況に応じて対応し、あまり長くなりすぎる場合など

には注意を促した。」ということであります。（２）は変更案であります。「①発言は

委員会の審議に関する内容に限る。」ということにさせていただきたいと思っておりま

す。「②会場において傍聴者の挙手を求めて発言希望者を確認し、原則としてすべての

希望者に発言の機会を認める。」「③発言内容が、委員会の審議と無関係のものである

とき、その他多大の問題があると判断される場合は、議長がその理由を示して、発言を

遠慮していただく場合がある。」「④発言時間は原則として３分間とし、２分を過ぎた

時点で庶務が注意を促す。３分を経過した時点で発言が未了であっても議長は終了すべ
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きことを伝える。ただし、発言がきわめて重要な内容の場合は議長の裁量で５分を限度

として発言の継続を認めることがある。」。 

あと（３）では流域委員会についてのアンケートをいただけるように、新たに方法、

機会を設けるということを書いております。 

おおよそ、そういうところでございますけれども。 

○三田村部会長 

 ご説明ありがとうございました。今、川上委員からご説明いただいた部分は、わかり

やすく表現し直したことと、それから内容を改善、改定した部分の２つございます。特

に大事なのは、内容の改定部分でございます。表現の部分はお許しいただけると思うん

ですけども、内容の変更に関してはご審議しなければならないと思いますので、それに

ついて特にお願いしたいです。 

 まず、川上委員にちょっとお尋ねしたいのが、６ページ目のこれは何なんでしょうか。 

○川上委員 

 これが４ページで見え消しで消したところに対応する記入用紙なんです。それで、見

え消しで消しましたのは、一般傍聴者から発言をいただく場合は、あらかじめ傍聴発言

希望記入用紙に書いて出してくださいと。休憩時間終了までに庶務の受付箱に投入して

いただいて、流域委員会の方で選択して発言していただくというシステムを設けていた

わけですけれども、これについては。 

○三田村部会長 

 ごめんなさい、要するにこれはなくなったという意味ですか。 

○川上委員 

 そういうことです、なくなったということです。 

○三田村部会長 

 全部バツということですね。 

○川上委員 

 はい。 

○三田村部会長 

 わかりました。残っているという意味じゃないんですね。ありがとうございます。 

○川上委員 

 非常に煩雑だということと、休憩後の審議についてのご意見をいただくことができな
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いということで。 

○三田村部会長 

 はい、よくわかっております。私がお願いしたことでもございますので。 

それでは、大事なことでもございますので順番に読み上げることはよしますけれども、

ご審議をしていただきたいと思います。 

 では、１ページ目のところになりますが、およそこれでよろしゅうございますか。文

言の訂正等がございましたらお願いしたいと思います。 

○今本委員長 

 一番最初の３行目に、「ご支援に厚く御礼申し上げます。」というところの次に、こ

の委員会は初めから一般傍聴者、あるいは一般からの意見を非常に重視してきています

ので、そのことを変えるものではないという内容のことを入れておいていただきたいな

と。つまり、準備会議でこの委員会の性格が決められています。それを当初からずっと

継承してきまして、いろんなことがあって改善はするのですけれども、その態度を変え

るものではないということをぜひ明記しておいていただきたいと思いますので、お願い

します。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。そのように追加した文章を入れて原案を作成したいと思いま

す。 

 ほかはいかがでございましょうか。 

 私から、地球環境保全の「地球」は抜いていただいた方がいいかもしれません。環境

保全でよろしいかと思いますけど。 

○川上委員 

 これは森林資源の保全と、釈迦に説法でございますけれども、もう１つはＣＯ２です

ね。ということから地球というのを入れさせていただいたんです。 

○三田村部会長 

 よくわかります。よろしゅうございますか。これも皆さんのご意見を、また求めたい

と思います。 

実はこれに関してのスケジュールを少しご提案させていただきます。きょう修正のご

意見をいただいて、あるいは一般傍聴の方々からも後でいただきたいと思いますけれど

も、その後、その意見を踏まえて案を運営会議に提出するんですけども、そのための作
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業をやはり30日あたりに簡単にやらなきゃならないと思っております。したがいまして、

先ほどの進捗点検と同じように、30日のお昼までに、庶務にきょうの一般からの意見提

出に関するご意見をちょうだいしたいと思います。これは委員の方々、あるいは一般の

方々からもお願いしたいと思います。ただし、反映できるかどうかはわかりませんが、

参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひお寄せいただければありがたいと思い

ます。 

 反映できるかどうかわからないと申しましたのは、かつての委員会で同じ手続を踏ん

でおります。したがいまして、反映できるかどうかわからない部分が多々あると思いま

す。非常に私どもに間違った部分が見つかりましたら、それはぜひ反映させたいと思い

ますけれども、そういう手続で、できるだけ案を提出していきたいと思いますので、30

日のお昼までに委員の方々あるいは一般傍聴の方々からも意見をいただきたいと思いま

す。したがいまして、きょう言い忘れたというのがあってもご安心していただいて、こ

の議論に参加していただければと思います。１ページ目、よろしゅうございますか。 

 では、２ページに入ります。２ページ目から３ページまでです。はい、どうぞ。 

○高田委員 

 意見の分量を結局１人で添付資料を入れて６ページ、最初からここの１つの意見につ

いて、意見を補足する資料を含めて、４番６ページ以内と書いておいた方がいいのでは

ないかと思います。 

○三田村部会長 

 これに関しては、今の３ページ３枚の件ですね。 

○高田委員 

 はい。 

○三田村部会長 

 これに関しては、３枚で委員会では確認させていただいているんです。３ページなの

か３枚なのかとおっしゃって、３枚だということになっておりますので、３枚に訂正さ

せていただきたいと思いますが、これに対して何か３ページにすべきだというご意見に

なったんですか。 

 はい、どうぞ。 

○川上委員 

 ３枚ですと裏表もありなんですね。 
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○三田村部会長 

 そうです、６ページです。 

○川上委員 

 私は３ページでいいのではないかと思って、枚じゃなくてページにしたんですけど。 

○三田村部会長 

 お言葉ではございますけれども、これも終わっているんですね。その後、こうすべき

だというご意見を反映させたのであればよろしいんですけれども、これは委員長、いか

がでございましたか、あのときの雰囲気は。 

○今本委員長 

 混乱を生むと思うんですね。今の３枚ということであれば裏表６ページ以内、あるい

は３ページ以内、どちらかにお決めいただければ結構だと思います。 

○三田村部会長 

 どのようにしましょうか。１つ心配なのは、前回の委員会で３枚という意味ですとい

うことになったかと思うんですけども、それを多くするんだったら余りご意見がないの

かもしれませんが、少なくするに関しては少し苦情が出る可能性があります。 

○川上委員 

 ３枚裏表６ページで。 

○今本委員長 

 そうですね、裏表３枚、合計６ページ以内というふうに明確に。 

○三田村部会長 

 表現は３枚でよろしいかと思うんですけども。 

○川上委員 

 資料も含めてですか。 

○三田村部会長 

 資料はまた別個です。 

○今本委員長 

 誤解のないようにさえしていただければと思います。 

○三田村部会長 

 わかりました。 

 ３ページというのを３枚に戻させていただきたいと思いますが。３ページというのは
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３枚という意味であるので、Ａ４判３枚以内で提出するようにお願いいたします。 

 それと、もう１つ、これも私の意見でもあったんですけど、１の（２）の分量の２つ

目の「・」ですけれども、Ａ４判３ページ以内で添付してくださいというのは、できれ

ば添付資料は何枚でも、どれだけでも結構ですが、たくさんはつくりませんよというぐ

あいにした方が現実的かなと私は運営会議に意見を出したんですけが、運営会議ではい

かがになりましたでしょうか。５部しかつくりませんよという案を提出したように思っ

ているんですけど、それが没になれば結構です。だめだったらだめで結構なんですけど

も、５部しかつくりませんよと。あのときは３部が委員会だったでしょうか、私から出

した資料は、Ａ４判３枚を超える資料を添付するのはいいのではないでしょうかと。た

だ、たくさんになりますでしょうから、添付資料に関しては５部作成して、２部は委員

会の回覧用、３部は会場内での回覧用と置いておかれたら、別に資料は多くてもいいの

ではないでしょうかと。その資料に非常に大事な部分が含まれていると、今後の流域委

員会の運営に非常に役に立つでしょうからと、そういう趣旨でお願いしたんですが。こ

の件で何か運営会議でご議論なさいましたか。 

○今本委員長 

 この件については議論していません。ですから、この場でお決めいただきたいと思い

ます。 

○三田村部会長 

 委員の方々、いかがでございましょうか。川上委員がおまとめくださったＡ４判３ペ

ージ以内で添付したものを配るという案になっております。私個人的には、分量は添付

ですからいいんじゃないでしょうか、ただし配りませんよというのは。 

ほかにご意見いただいて結構かと思います、こういうやり方のほうがむしろいいので

はないかというご意見がありましたら伺いたいと思いますけど。 

 私の趣旨は、ただし委員会にかかわらないようなものの資料は難しいですねというぐ

あいに、歯どめは必要だろうと思います。その日の委員会の審議内容でなくてもいいと

思います。委員会の審議の関係にある、あるいは今までの委員会で問題になったこと、

あるいは河川管理者とか住民の方々にアピールしたいこと、それから一般的な河川の情

報ですね、そういうものだったら添付でいただいた方がありがたいと思いますので。た

だし、それはその日の審議事項ではございません、全部に配布しませんよという、それ

でいかがかなというぐあいにご提案させていただいたんですけれども、それが私個人の
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提案です。 

○今本委員長 

 私は三田村案に賛成です。ただ、部数は定めずに閲覧に供するという程度でいかがで

しょうか。何部、何部と決めずに、やりやすいように適宜部数はそのときで判断すれば

いい。ただ、全部にはつけませんということでいいのではないでしょうか。 

○三田村部会長 

 委員長からさらに修正案が出ましたが、もちろん川上案も生きております。いかがで

ございますか。 

 決をとるような事項でもございませんので、あとはもう川上委員が「うん」と言って

いただければ、今本委員の案に落ちつきます。 

○川上委員 

 結構でございます。 

○三田村部会長 

 よろしゅうございますか。 

○川上委員 

 ただ、文章にするのはかなり難しいと思うので、どなたか案をいただければ助かりま

す。 

○三田村部会長 

 これは、実は私と川上委員がすることになろうかと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

○高田委員 

 もう１つ、いいですか。ちょっと分量にこだわるんですけど、３枚以内という言葉は

やっぱりまずいと思うんですね。要するに、提出するのは片面印刷でもいいわけです。

物によっては裏が写ってしまうものもありますので、でき上がりが３枚という言葉じゃ

なくて、要するにでき上がり６ページとはっきり書いた方がいいと思うんですね。 

○三田村部会長 

 わかりました。それで庶務が裏表に印刷するというのを原則にすると。 

○高田委員 

 そうです、もちろん。 
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○三田村部会長 

 そうすると、今までの意見に沿ったまとめ方になりますから。 

○高田委員 

 そうです、同じです。 

○三田村部会長 

 Ａ４、６ページ分を限度とするという表現にしたいと思います。それで、配付すると

きは３枚になるということです。それの方が提出する人は理解しやすいというご意見で

ございますので、そのようにさせていただきたいと思います。 

○田中委員 

 田中です。資料の添付制限は必要ないでしょうか。 

○三田村部会長 

 私はご懸念される必要は全然ないと思いますね。今まで無制限だったのに、人間の高

さほどの資料を提出された記憶はないです。大丈夫だろうと思います。 

 ２ページは、今のような修正を加えて確定させていただきたいと思います。 

 はい。 

○今本委員長 

 原則としてというのを入れておいた方がいいことはないでしょうか。 

○三田村部会長 

 どこの部分ですか、添付ですか。 

○今本委員長 

 ６ページ。つまり、非常にいい意見で出てくることもあり得ると思うんです。その場

合に、絶対だめとするのかどうかで、６ページというとかなりの分量を書けますので、

懸念はないと思うんですが、原則としてということでいかがでしょうか。 

○三田村部会長 

 わかりました。もし、６ページを超えるときは庶務にお願いをしたいんですけれども。

６ページを超えておりますがということで、そのときの主宰される委員長、あるいは部

会長にご判断をいただいて、７ページになったけどもどうでしょうねということを電話

ででも連絡いただいて、オーケーとされるか、あるいはまずいとされるかのご判断をい

ただきたいと思います。ちょっと庶務は大変かもしれませんが、現実的といいますか流

域委員会のそもそもの原点に戻るとそれの方がよろしいかと思いますので。庶務、ご面
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倒ですけども、そのようにお願いできますか。多分大丈夫だろうと思いますけれども、

あるいはちょっと縮めていただくとか、そういうポイントを小さくしていただくとか、

そういう作業ももちろん入るかと思いますけども。 

 ３ページも含めてですけれども、３ページはいかがでしょうか。これも私は意見を述

べたいんですけども、まず、ほかの委員の方々からご意見をちょうだいしたいと思いま

す。 

 では、まず私からでよろしゅうございますか。今の添付ですけども、この３というの

は、自主的に資料を配付される部分ですね。それの「配付要領」の「・」の４つ目の３

行目の右の方からですけども、「配布資料を事前に庶務宛送付される場合は」云々とあ

りますね、これは要らないんじゃないかと思います。ここに関しては、ご自分で配付し

てくださいということじゃなかったんですか。 

○川上委員 

 原案にあるんですよ。 

○三田村部会長 

会場等で配付されるんですから、事前にいかないと思うんです。これは削除してよろ

しゅうございますか。 

○川上委員 

 はい。 

○三田村部会長 

 それと、新しい項目、これは著作権のことですけれども、それはこのように改めさせ

ていただきたいと思います。２行目「写しである場合」、その次です。それに続いて、

このように訂正させていただきたいと思います。「意見提出者は著作権の許諾した旨、

明記して委員会（庶務）へ提出してください。」、それでよろしいのかなと思うんです

けども。それで一般傍聴者の方々、あるいは一般の流域住民の方々から提出されたもの

の中に明記してないときは、庶務が注意を促して、やり方がようわからんということで

あれば庶務がお手伝いするというぐあいに、ここでご提案したいと思います。困難な場

合もあるでしょうし、いずれにしても資料提出については許諾したよという文を明記し

ていただいて提出していただく。そうするとスムーズに行くかと思います。いずれにし

ましても、責任は意見を提出された方にありますけれども、それのお手伝いはいたしま

すよというぐあいにした方がよろしいかと思います。一般の方々にはそこまで簡単にす

  - 52 -



■第9回 住民参加部会（2006/6/26）議事録 

るだけのノウハウを御存じでないことも多いと思いますので。いかがでございましょう

か。 

○川上委員 

 これを考えましたときに、この規定を設けると、ほとんど意見提出をされる方に意見

を出すなとまでは言わないにしても、かなり制約を負わせるようなことになるのではな

いかと思って、書いてから非常に悩んでたんですけれども、今の三田村部会長のご意見

で、庶務が何らかの形で著作権の許諾についてのサポートをするというふうに配慮する

ことによって、その欠陥はカバーできるということで、私は賛成したいと思います。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。 

 無許可の場合は委員会にも責任があると思いますけれども、庶務には責任は生じませ

んのでご安心していただいてお手伝いしていただければと思います。そんなふうに訂正

させていただいてよろしゅうございますか。 

 では、ちょっと時間的なこともございますので急ぎます。 

 次の「別紙の２」になります。４ページであります、いかがでございましょうか。こ

の消してある部分は削除ということです。本来はこの削除したものをご提案しなければ

ならないんですけど。 

急ぐようで私からまたコメントさせていただきたいと思いますけども、（２）の変更

案の④、「発言時間は原則として３分間とし」から２行目の右の「ただし」までを削っ

ていただいたらいかがかと思います。「とする。ただし、発言が極めて重要な内容の場

合は議長の裁量で」、次の「５分を限度として」というのも削る。「裁量で発言の継続

を認めることがある。」と。何か２分を過ぎた時点でしりたたきの、ちょっと気になり

ます。重要な場合は議長がご判断されたらいいんじゃないかと思います。今までほとん

ど変わらないんですけども、明記することによって簡素なご発言になるかと思います。 

○田中委員 

 具体的な話、ストップウォッチか何か置いておくんですか。 

○三田村部会長 

 それは庶務が多分判断されると思います。 

 私は、全国に淀川モデルを範として広めていくという意味では、余り制限のあるもの

は、ここで文書に残さない方がよいと思います。そのように訂正させていただくという
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のはよろしゅうございますか。川上委員、よろしいですか。 

○川上委員 

 はい。 

○三田村部会長 

 では、５ページはいかがでございましょうか。これは全然変っていなかったんでしょ

うか。 

○川上委員 

 変わっています。下線を引いてあるところの後ろのところです、１行目の。「委員会

の審議に関することのみ、お一人様３分間でご意見を承ります。」というふうにしてお

ります。 

○三田村部会長 

 わかりました。大きな改定ではないと思いますので、このままお認めいただければあ

りがたいと思います。 

○澤井副部会長 

 ３分間以内としといたらどうですか。 

○三田村部会長 

 ３分間以内ですね。 

○田中委員 

 済みません、田中ですけど。３分というようなことで、議長さんが判断されたときは

５分ということなんですが、もう３分という制約をとって、最初から５分という形には

できないでしょうか。 

○三田村部会長 

 それはもう。 

○田中委員 

 ３分は非常に短いような気がするんですが。 

○今本委員長 

 ３分あったらしゃべれますよ。やはり原則としてですからね。 

○三田村部会長 

 まあ、いいんじゃないでしょうか。ごめんなさい。よろしゅうございますか。 

 では、続きまして６ページはなくなりました。７ページ目はそのままでございますの

  - 54 -



■第9回 住民参加部会（2006/6/26）議事録 

で、これは結構かと思います。全体を通していかがでございましょうか。 

では、もう一度お願いいたします。30日の夕刻から若干の訂正をしたいと思います。

きょうのご意見を反映させる、あるいは一般住民の方々からの意見を参考にさせていた

だいたものを作成して、それを運営会議に提案したいと思います。したがいまして、委

員の方々、30日の12時までに庶務にご連絡ください。後で本当は申すべきことでしょう

けれども、住民の方々も何かございましたらここでお願いします。後の住民の方々から

のご発言を踏まえてということもありますけれども、ぜひご発言内容を反映させていた

だきたい、あるいは聞いていただきたいということがございましたら文書にして30日の

お昼までにご提出していただければありがたいと思います。よろしゅうございますか。 

〔一般傍聴者からの意見聴取〕 

○三田村部会長 

 では、今、申しました一般傍聴者からのこれに関するコメントを含めて、きょうの審

議事項について、ご意見をちょうだいしたいと思います、よろしくお願いします。いか

がでございましょうか。 

 私、非常に気になることがございます。住民参加部会は、本来は一般住民の方々が一

番手をたくさん挙げていただいて、盛んな議論・意見が出るのじゃないかなと思ったん

ですけども、余りそうもいかなかったようです。ぜひ、お願いしたいと思います。どう

ぞ。 

○傍聴者（酒井） 

京都桂川流域住民の酒井と申します。今、三田村部会長がおっしゃったように、朝か

らの議論の中で、「住民参加」そのものが今、現時点で河川レンジャー制度の問題も含め

て、実態的に議論をいろいろ各部会でやられてきました。私の判断ですが、住民の方が今

日も参加が少ない。きのうの利水の部会もほとんどおられない、他の部会へ行っても少な

い、この現状を河川管理者も含めて、流域委員会はどうとらえているのか。まさに河川環

境じゃないですけれど、モニタリングして下さい。会議の中でいろいろ意見も出されてい

ます。文書になった部分もあります。公開、非公開されている情報もありますが、その辺

の実態をもう少し住民の聴取のやり方、聴取がこう、発言はこういうような形でやって下

さいとか、いろいろ問題はあるでしょうけれど、制限を加えて、流域委員会だけで決めて

いくというような形、現状になっているんじゃないですか。これが淀川モデルでしょうか

ね。そうじゃないと思います。 
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きのうも寺田前委員長が発言されていましたが、当初の基本理念、委員会の発足の当

時から今日までいろいろご議論をされてきましたが、専門家と国交省、近畿整備局の枠内

でしか議論されていないのではないでしょうか、住民は参加してない。住民が洪水のこと

しかり、河川レンジャー制度にしたってよくわからないですよ。また、こういう仕事を国

がやらせる、担う。現状はやらされてやる問題じゃないんですよね。 

もっとその辺は、この前も言いましたけれど、河川利用委員会とか河川レンジャー懇

談会、その他の検討する会議をやっているとかいう話も出ましたが、これは児玉調査官か

らも出てますが、そこでの議論や意見は公開されていないんです、環境委員会にしたって。

住民がそれを知らない時点で、さも住民の意見を聞きました、反映されています、とはと

んでもない乖離があると思うんです。その辺を一体全体、委員長も含めて各部会のワーキ

ングなり非公開の会議の中で一体何を話されているのか、地方自治体にも住民にも伝わっ

てこないんですよ。その辺はぜひ、見直して下さい。もう私しか発言する人、手を挙げて

おられる人がおりません。あとはどういう方が参加されているのか、それも含めてデータ

を出してほしいんです。そこらへんのところを部会長、意見交換をしてみたらどうでしょ

うか。これは今後の淀川水系委員会の重要な課題となると思います。以上です。 

○三田村部会長 

 ありがとうございます。私が非常に気にしている部分でございます。せっかく開かれた

委員会で、住民がよりよくかかわるようなものになりつつあるんですけど、ここでぽしゃ

ってしまっては何もならないと思いますので、私たちは真摯に受けとめて、ますますより

よい住民意見が施策に反映されるように努力していかなければならないと思っております。

今後の検討課題であると、そういう意味においてもきょう川上委員におまとめいただいた

ものがいかにして機能しているかということを理解していきたいと思っております。 

 ほかにございませんでしょうか。はい。 

○傍聴者（高木） 

 高木と申します。山口に現在住んでおるんですけど、生まれも育ちも流域内で、将来入

る墓も流域内ということで発言させていただきます。 

 今回、ちょっと初めて傍聴いたしましたので、既にご審議あるいは作業部会でご検討さ

れているかもしれないんですが、河川レンジャーの活動中のリスクマネージメントについ

て質問させていただきます。 

 活動が川でございますので最悪の場合、心肺機能停止といった重大な事故も含めてリス
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ク管理、安全管理をする必要があるんですけれども、そのあたりのところは先ほどのお話

では、レンジャーのポジショニングが公務員でもない、いわゆるボランティアであるとい

うことになっております。例えば水防団などでしたら、これは水防法で準国家公務員とい

うことで身分が保障されておりますし、万一のことについても国が補償する、担保されて

いるわけです。 

 ところが、ちょっと詳細は私は存じ上げないので間違った認識をしているかもしれませ

んが、事故を起こした場合、それも重大事故、死亡事故を含めてレンジャーご自身が被災

者になられる場合、あるいは引率指導された参加者の方が被災者になられるケース、いろ

いろあろうかと思います。これについてのリスクマネージメントをしっかりしておく必要

があると思います。今後活動が盛んになっていくと、事故というのは確率論でいえば活動

が盛んになれば必ず発生いたします。そのときのことをあらかじめ見通して、きちっとし

たリスクマネージメントを立てておかないと、せっかくのこれまで積み上げてきた活動と

いうのが停滞もしくは大幅に後退する可能性があるのではないかと思っております。 

 恐らく作業部会の方でこれは詳細を詰めておられるかと思いますが、いま一度この正式

な住民参加部会でもきちっとしたリスクマネージメントをお決めになられるべきだと考え

ております。以上です。 

○三田村部会長 

 ご意見を参考にさせていただいて原案をまとめていきたいと思います。ありがとうござ

います。ほかはいかがでございましょうか。 

閉会の時間を５分ぐらい過ぎておりますので、おなかの調子もございますでしょうか

ら、そろそろ終えたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

〔その他〕 

○三田村部会長 

 「その他」にまいりたいと思います。「その他」でこちらから用意しているものはござ

いません。庶務の方から今後のスケジュール、お願いいたします。 

○庶務（日本能率協会総研 近藤） 

 右肩の資料で「その他資料」というのがございます。委員会の今後のスケジュールとい

うことで何行か書いてございますが、公開会議といたしまして一番下、第51回委員会、７

月６日、木曜日、15時から18時、みやこめっせの方で開催いたしますので、よろしくお願

いいたします。 
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 それと、公開会議ではないのでございますが、この委員会としてこの資料には書いてご

ざいませんが８月３日に現地視察を行う予定でございます。ちょうど今、堤防の工事をし

ておりまして、その堤防の断面が見られるという非常に珍しい機会ということでございま

すので、一応委員会の方で視察会を催すということでございます。以上でございます。 

○三田村部会長 

 ありがとうございました。では、その６月30日の案内は庶務からもう一度出していただ

けるんですか、それともここでお願いをしたからよろしゅうございますか。作業検討に加

わっていただく方は、もうここにいらっしゃる方ばかりですからよろしゅうございますか。 

では、ご協力よろしくお願いいたします。１時を少々過ぎました、ご迷惑をおかけい

たしました。ありがとうございました。 

○庶務（日本能率協会総研 近藤） 

 これをもちまして第９回住民参加部会を閉会したいと思います。ありがとうございまし

た。 

 また、一般傍聴の方、きのうと同じように青リボンを受付で返却してお帰りいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

〔午後  １時１０分  閉会〕 
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